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平 成 30年 定 例 第 ３ 回 市 議 会 会 議 録（第２日） 

 

 

  平成30年９月５日午前９時30分定例第３回市議会をみやま市役所議場に招集した。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

     １番  奥 薗  由美子       10番  瀬 口    健 

     ２番  吉 原  政 宏       11番  川 口  正 宏 

     ４番  末 吉  達二郎       12番  壇    康 夫 

     ５番  古 賀  義 敎       13番  中 尾  眞智子 

     ６番  前   武 美       14番  中 島  一 博 

     ７番  野 田    力       15番  坂 口  孝 文 

     ８番  上津原    博       16番  宮 本  五 市 

     ９番  荒 巻  隆 伸       17番  牛 嶋  利 三 

 

２．不応招議員は次のとおりである。 

     ３番  徳 永  重 遠 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

   出席議員は応招議員と同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

   欠席議員は不応招議員と同じである。 
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５．本会議の書記は、次のとおりである。 

 議会事務局長  田 中  裕 樹     係     長  堤    和 美 

 参 与  馬 場  洋 輝     書     記  大 木  新 介 

 

６．地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は次のとおりで

 ある。 

 市長職務代理者 
          高 野  道 生     農林水産課長  宮 﨑  眞 一 
 副 市 長 

 教育長職務代理者  井 上  正 明     商工観光課長  江 﨑  秀 樹 

 監 査 委 員  平 井  常 雄     上下水道課長  甲斐田  裕 士 

 総 務 部 長  西 山  俊 英     学校教育課長  加 藤  武 美 

                       商 工 観 光 課 
 保健福祉部長  松 尾    博              垣 田  智 章 
                       企業誘致推進室長 

 市 民 部 長               企画振興課企画・地方創生係 
          加 藤  康 志              宮 川  浩 則 
 兼 市 民 課 長               地方創生担当係長 

                       学校教育課学校教育係 
 環境経済部長  坂 田  良 二              松 尾  一 幸 
                       学校給食担当係長 

 建設都市部長  冨 重  巧 斉     学校教育課総務係長  小 柳  る み 

                       学 校 教 育 課 
 教 育 部 長  野 田  圭一郎              河 野  成 嗣 
                       学校再編推進係長 

 消 防 長  北 嶋  俊 治     社会教育課長  山 田  利 長 

 総 務 課 長  椛 嶋  晋 治     指 導 室 長  屋 形  朋 子 

 財 政 課 長  木 村  勝 幸     都市計画課長  櫻 木  研 治 

                       都市計画課長補佐 
 企画振興課長  堤    則 勝              松 尾  秀 勝 
                       兼 住 宅 係 長 

 財政課長補佐               農林水産課園芸水産林務係 
          大 坪  康 春              松 尾  孝 弘 
 兼 財 政 係 長               水産林務担当係長 

                       学校教育課長補佐 
 福祉事務所長  坂 口  浩 二              松 尾  郁 代 
                       兼学校教育係学務担当係長 

 健康づくり課長  田 中  聡 美     社会教育課市史文化財係長  猿 渡  真 弓 

                       介護支援課長 
 環境衛生課長  松 尾  和 久              古 賀  富美子 
                       兼地域包括支援センター長 
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                       エネルギー政策課 
 介護支援課高齢者支援係長  塚 本  憲 治              渡 邉  満 昭 
                       エネルギー政策係長 

 地域包括支援センター係長  山 下  優 子     子ども子育て課長  松 藤  典 子 

                       子ども子育て課 
 商工観光課商工観光係長  松 尾    剛              平 野  寿 美 
                       子ども子育て担当係長 

 総務課庶務法制係 
          山 下  昭 文     秘書広報課長  久保井  千 代 
 庶務担当係長 

 エネルギー政策課長  古 田    稔 
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７．付議事件は、次のとおりである。 

  (1) 一般質問（１日目） 

 

質   問   者 

質    問    件    名 

順位 
議席

番号 
氏   名 

１ ７ 野 田   力 １．危機的人口減少に、超最大級の政策展開を 

２ 11 川 口 正 宏 
１．小中学校の統廃合と、教育方針について 
２．有害鳥獣被害対策について 

３ 10 瀬 口   健 
１．市長のまちづくり姿勢 
２．熱中症予防の文部科学省よりの通知について 

４ １ 奥 薗 由美子 
１．女性視点の防災対策について 
２．買い物弱者支援の今後の施策について 

５ ４ 末 吉 達二郎 １．放課後児童クラブについて 

６ ６ 前  武 美 
１．ＪＲ九州沿線の農地における大豆の生育異常につい
  て 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開議 

○議長（牛嶋利三君） 

 これより直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、３番徳永重遠君におかれましては、先日に引き続きまして欠席届が提出されており、

これを許可しておりますので、御承知おきをお願いしておきたいと思います。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（牛嶋利三君） 

 日程第１．一般質問を行ってまいります。 

 一般質問につきましては、主題ごとに質問を行ってください。 

 なお、具体的事項が複数ある場合におきましても、具体的事項ごとに切らずにまとめて質
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問をしていただきますようお願いいたします。 

 それでは、早速順番に発言を許します。 

 まず、７番野田力君、一般質問を行ってください。 

○７番（野田 力君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。台風21号でまた大変な災害が生じておるようでございます。

被災者の皆様には心からお見舞い申し上げたいと思っております。 

 今回の議会が西原市政の最後かと思っております。西原市長におかれましては、これまで

おつき合いした中で、本当に洞察力の深い方で、そして、真正面からいろいろと受けとめて

いただいておりました。これからも行政当局におかれましては、西原市政の流れをくんでい

ただくものと信じております。 

 それでは、７番議員の野田力でございますが、議長の許可を得ておりますので、質問をさ

せていただきます。 

 テーマとしましては、喫緊の人口問題でございます。超政策的な展開をしていただきたい

というテーマでございます。 

 私たちのみやま市政が継続的に、そして、安定的に運営してまいるには、まずは市民の皆

さんがどのように居住されているのかをしっかり把握対応してまいることが最も重要な課題

ではないかと思っております。 

 そこで、まず人口の動態につきまして触れてみたいと思っております。 

 日本人口の一番ピーク時は平成20年に１億2,800万人余でございました。それまでは、

ずっと年々増加をいたしてきたわけであります。ところが、平成20年を起点に、それから、

その後はずっと毎年減ってきておることが今日の状況でございます。御承知のとおりでござ

います。 

 一方、みやま市におきましては、旧３町の人口は昭和60年では何と５万2,201人でござい

ます。既にそのころからもう減少し始めて、ずっと続いておりますが、全国の傾向からすれ

ば、随分前から減少傾向が生じておったということでございます。 

 そして、みやま市の平成30年３月の時点では人口は３万7,852人でございます。昭和60年

当時と比較しますと１万4,349名が減少しております。一番ピーク時は昭和60年の５万2,902

名でございますから、それから比較しますと27.5％の減少でございます。中規模の町が本当

にそっくり消滅したような深刻な事態でございます。これこそ、いろいろ有事の時代と言わ
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れていますけれども、静かなる有事の時代だろうと、かように感じております。 

 ところで、人口減少は大都市を除く一般の市町村も大なり小なり減少をたどっていること

は、もう御承知のとおりでございます。しかし、人口減少は歯どめ策をしっかりやっている

ところとそうでないところでは随分変動の幅が生じておるようでございます。そうしますと、

市政のかじ取り、市政のいかんによって大きく左右されるわけでございます。 

 一方、全体的な人口の動態から考えますと、他の市町村との人口の呼び込みといいますか、

そういったやつが、競争性もありますので、大変危惧するような要素を含んでおることは御

承知のとおりでございます。 

 みやま市当局としましては、これまで地方創生総合版ということで、各界の英知を集めて

戦略性を描き、対応されております。これはすばらしく分析された総合版でございます。そ

の戦略に対しまして、つまりは行政の投入力ですね。そしから、施策の統括的集約並びに対

応期間、そういったやつをどうするのかということが一番肝要でございます。そこで、その

戦略の基本姿勢をここでしっかり御説明していただきと思うのであります。 

 ところで、人口対策は行政のみで対応されるものではありません。市民皆様の御理解と、

それから、御協力、支援のもとでの政策展開が不可欠でございます。それらの熱意と強い結

集力が発揮されてこそ、本当にその成果が生まれるものでございます。つまりは、人口歯ど

め策の効果を上げるには、それぞれの立ち位置、立場からの合理的かつ的確なる役割分担と

責任を明確にして、そして、しかも意思疎通を図って連携することが極めて重要でございま

す。 

 そこで、市行政におかれましては、その役割と責任をこれまで以上に重く受けとめていた

だき、守備範囲を明確化し、そして、施策の展開を一段と強めていただきたいものでござい

ます。 

 私たち議会の立場としましては、当然ながら人口減少の歯どめ策の執行状況については、

あらゆる角度からチェック機能を高めてまいりたいと。そして、さらには情勢変化に伴って、

いわゆる適切な新施策の提言や御提案を行う責任も有しておると思います。 

 一方、市民の皆様におかれましては、厳しいようでございますけれども、郷土ふるさとの

涵養精神の高揚を踏まえた振興、発展への御理解と御協力が欠かせないと思います。 

 そしてまた、各種団体、企業におかれましては、人口歯どめ策の事業に対します行政施策

と協調姿勢をしっかりやっていただいて、しかも、雇用条件の改善向上等にも努めていただ
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きたいなと考えるわけでございます。 

 これらの立ち位置、立場からの役割と責任が明確にされ、さらには意思疎通を図り、相互

連携することによってこそ、目標達成がより近づくものと確信をいたします。 

 以上申し上げました事柄につきましては、本当に大まかでございますが、何せ一朝一夕で

片づく事業の性格ではありません。中長期的に腰を据えて取り組まざるを得ないことばかり

でございます。 

 人口減少の歯どめに揺るぎがない方向性を持ち、市民総ぐるみによる総括的な施策を束ね

て強力かつ円滑に推進、転換してまいるには、それの寄ってきたる制度の根幹を確立するこ

とが極めて必要不可欠かと思っております。これらの根幹の確立のためには、どうしても確

たる基本条例を制定することが肝要であるものと感じるわけでございます。 

 このようなことで、例えば、仮称でございますが、みやま市人口動態の安定化に資する基

本条例というようなやつを制定されて、しっかりやっていただきたいなと、かように思うわ

けですが、御見解をお伺いしたいものでございます。 

 また、これらの事業の性格上、幅広く取りまとめて、そして、鋭意果敢的に展開するため

にも、執行権限をある一定程度、集中管理して、スムーズに機能展開することもまた重要で

あります。そこで、みやま市人口動態の安定化推進本部というような本部を設置してやって

はどうかなと、こう思うわけでございます。 

 あわせて、推進本部がそのような体制で臨むようになれば、予算編成に当たりましては、

ともかく存亡にかかわる問題ですから、最優先的に取り組まれるなどの特別予算枠を設定す

べきものではないかと考える次第でございます。御見解をお伺いいたします。 

 そして、これらの事業の推進の場合には、さらに緊急性を要するもの、または中長期的に

わたるもの、例えば、企業誘致による職場の確保とか商店街の活性化、こういったやつは中

長期的になると思います。そういったやつをしっかり区分しながら、予算投入額の強弱性を

もって適切に考慮して推進されるようお願いするわけでございます。 

 そこの中で今申し上げましたように、緊急性につきましては、まず、結婚してくださいよ、

大いにそういった状況をつくっていくということの結婚への応援、それから、第２子以降の

生誕の応援、第２子以降の子供の生まれるような応援、それから、子育てしやすい良好な条

件整備、それから、市内企業への就職促進、これも喫緊の課題でございます。それから、市

外通勤者の利便性向上、執行のために早急に支援強化を進めていただきたいと。現在の進み
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ぐあいを含めて、今申し上げましたことにつきましては現在取り組んでありますので、その

進みぐあいを踏まえて今後どのように対処されるのかを御所見をお伺いいたします。 

 それらの事業を推進しながら、片や一方、流動人口とか関係人口──関係人口というのが

最近出てきておりますけれども、関係人口の動態をしっかり捉まえて、増加策を図りながら

定住化方向に誘導していただくようお願いしたいわけでございます。この件につきましても

御所見をお伺いします。 

 何分、人口増加の基本中の基本、これは、もう御承知のとおり子供の出生数の増加でござ

います。ちなみに、これまで全国ベースの出生数は毎年100万人以上でございました。とこ

ろが、昨年から100万人を割りまして90万人台でございます。昨年度は94万人余りでござい

ますので、比率ではマイナス６％の減なんですよ。しかし、私たちのみやま市は平成27年度

の出生は232人でございまして、平成29年度は213人でありますので、その減少比は４％台で

す。全国ベースよりも落ち込みが低位だったなと思っておりますし、一応安堵いたすところ

でございます。 

 そう言いましても、みやま市における女性１人が子供を産む合計特殊出生率は現在1.23で

ございます。今後におけるみやる市の方針としましては、1.8を目指しております。これは

７年先は1.8になりますよという目標を立ててあります。そういうことでございますから、

さらなる新生児の誕生を期待せざるを得ません。 

 ところで、お母さんの意識調査を見ておりましたら、子供はやっぱり３人以上は欲しいで

すねと、そう望んであります。しかし、現実的には子育てが難しくなるため、産むに産まれ

ない状況でございますよという意識でございます、そういった考えでございます。そういう

ことだなと、私もそういうふうに推察せざるを得ません。これは私個人だけではなく、これ

は社会的に見ましても大きな問題ではないかと思います。 

 国の制度におかれましては、子供１人目から児童手当を産まれてから中学校卒業まで全て

に温かい手を差し伸べてあります、児童手当ということです。これは御承知のとおり、最初

は第３子からの児童手当でございました。ところが、公明党さんたちが一生懸命頑張られま

して、今は本当に中学校まで全部含めての児童手当でございます。すばらしいなと思ってお

ります。これもさらに手厚くしていただきたいなということを国のほうにお願いしていかな

いといけないかなと思っております。 

 そして、安心して産み育てられるような環境づくりには、みやま市の行政としましても当
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然責任を有しております。現在の対応では第３子以上からしか出産祝い金は差し上げてあり

ません。みやま市行政の当局の調査では、第１子と第２子以降の出生数の比率では双方とも

どちらでも減少しております。しかし、その中で注目すべきことは、第２子以降の出生数の

落ち込みですね。第２子以降の出生数の落ち込みがより多くあらわれております。したがい

まして、第２子以降の出生数の持ち直しを、この際しっかりやっていただきたいなと思いま

すので、心から期待しているものでございます。 

 そこで、第２子以降からのお祝い金の対象になるような御高配を御検討いただきたいもの

でございます。御所見をお伺いします。 

 また、保育児童の保育料におきましては、第２子以降におきましても市行政の温かい配慮

のもとで保育料の負担軽減も措置されております。ありがたいことでございます。また、放

課後児童クラブの保育料の負担におきましても、同様に第２子以降におきましても負担軽減

が配慮されている次第でございます。 

 ところが、市内小・中学校の給食費におきましては、１家庭２人以上の子供の給食費にお

きましては、本当に残念でございますが、助成措置は全く配慮されておりません。ともかく

子供は、地域はもとより社会全体の本当に大切な宝でございます。多くの子供たちの声が聞

こえてまいりますと、私たち大人は本当に至上の喜びといいますか、ああ、いいなと、将来

も明るいなと、そういう感じで喜び合えるものでございますし、そして、安心感を与えてく

れるものでございます。 

 子供の成長のためには、親御さんたちは多分、私たちも同じですけれども、身を惜しまず、

万難を拝して子供の育成のためにやっていこうという市民共通の願いは強く横たわっておる

ものと確信いたします。子供を育てやすい環境を今こそしっかり形成し、安心されてお産み

いただき、市民全体で育んでいける支援策の強化を図ることが本当に喫緊の課題であろうと

考えております。 

 どうか第２子以降に対します学校給食費助成を御検討いただきたいわけでございますが、

助成のもしもそういった試算をされるとき、いろんな角度から、財政上から見てもどうかな

ということで、助成試算例示を含めながら、教育委員会の前向きな御答弁をお願い申し上げ

まして、質問を一応前段は終わらせていただきます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 
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○市長職務代理者副市長（高野道生君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。それでは、野田議員さんの危機的人口減少に、超最大級の政

策展開をとの御質問にお答えをいたします。 

 まず１点目の人口減少歯どめ策に対する行政の投入力、統括的集約、対応期間等を含めた

戦略的基本姿勢を問うについてでございます。 

 御案内のとおり、我が国全体の人口減少に歯どめをかけるとともに、東京圏への過度な人

口集中を是正し、将来にわたり、活力ある日本社会の維持を目指して、国と地方を挙げて、

まち・ひと・しごとの創生の取り組みが進んでおります。 

 本市でも、平成27年10月に、みやま市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定いたしまし

た。毎年度、産学官金労言の代表者から成るまち・ひと・しごと創生会議において検証作業

を実施し、重要業績評価指標の分析や総合戦略の進捗状況の把握を行うことで、次年度以降

の施策の改善につなげながら、総合戦略に掲げる目標の実現に向け、全市を挙げて取り組み

を推進しているところでございます。 

 総合戦略において、新婚・子育て世帯の家賃補助による若い世代の転入促進や転出の抑制、

利活用可能な空き家対策としての空き家バンク事業を初めとした住宅対策による移住を促進

するとともに、子ども医療費の拡充や保育料の軽減、第３子以降出産祝金制度等により、子

供を安心して産み育てられる環境づくりを推進し、人口減少対策に積極的に取り組んでいる

ところでございます。 

 総合戦略の計画年度は平成31年度までとなっており、目標に向けて全市を挙げて地方創生

に取り組んでおりますが、特に人口対策につきましては、一朝一夕に成果を挙げられるもの

ではないと認識しておりますことから、毎年度の事業検証を経て、必要な制度改革を施し、

本市の地方創生の取り組みを進めてまいる所存でございます。 

 次に、２点目の市民総ぐるみの総括的で揺るぎない施策展開のために根幹となる基本条例

の制定をについてでございます。 

 御提言いただきました、みやま市人口動態の安定化に資する基本条例につきましては、本

市の人口減少がもたらす影響の重大性に鑑み、人口減少対策としての基本理念を定め、また、

行政や市民等との役割分担を明確にし、本市の地域特性に応じた人口減少対策に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するものであり、地方創生の根幹を形成する大変意義深いものと

感じているところでございます。 
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 本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間は平成31年度までとなっており、今後

は平成32年度以降の新たな地方創生の目標を掲げた取り組みを推進していく必要がございま

す。御提言の条例制定につきましては、今後の総合戦略の目標実現に向けた取り組みの推進

に、より効果的なものとなるよう検討させていただきたいと考えております。 

 次に、３点目の柔軟で総括的な機能が発揮される対策本部を設置し、最優先的に取り組め

る特別予算枠の設定についてでございますが、本市では、庁内各部局による、組織横断的に

構成する、まち・ひと・しごと創生本部を設置し、地方創生に関する各施策を推進しており

ます。その創生本部を御提言いただいております対策本部と位置づけ、より柔軟で総括的な

機能が発揮されるよう、組織の充実・強化を図っていきたいと考えております。 

 また、特別予算枠の設定でございますが、本市の予算編成につきましては、平成27年度当

初予算から、あらかじめ各部課に一定の予算枠を配分し、その範囲内で予算編成を行う枠配

分方式を採用し、限られた財源の効果的、効率的な配分に努めております。そして、まち・

ひと・しごと創生総合戦略関係予算などの政策的な経費につきましては枠配分から外し、各

課からの要求に柔軟に対応しているところでございます。 

 特別予算枠の設定は、人口減少対策についての事業要求を全庁的に促すという意味で非常

に有効だと思われますので、十分に検討させていただきたいと考えております。 

 次に、４点目の緊急対象関連の諸事業をいま一度検証し、早急なる支援の強化についてで

ございます。 

 本市における人口減少に対する主な取り組みとしまして、まず、結婚を望む若者の出会い

の場を創出するために、大牟田・柳川・みやま結婚サポートセンターを運営しております。

これまで男性10人、女性２人のみやま市民が婚約・成婚に至っていますが、今後は、より出

会いの場を創出するために婚活イベント等の充実を図っていきたいと考えております。 

 次に、第３子以降出産祝金事業により、平成29年度は52世帯に100千円の祝い金を助成し、

子育て世帯の経済的負担の軽減を図りました。また、新婚・子育て世帯家賃補助事業では、

子育て世帯に19件、新婚世帯に67件の家賃補助を行い、若い世代の転入促進や転出の抑制に

努めました。両事業とも年々増加傾向にあり、一定の効果があらわれているものと思われま

す。 

 転入者通勤定期利用支援事業につきましては、平成29年度は６件の申請と少なかったため、

今後は市外者に向けたさらなるＰＲが必要だと考えております。 
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 そのほか、中学３年生までの医療費の助成や保育料の保護者負担軽減なども子育て環境支

援の重要な取り組みの一つであり、今後も推進していきたいと考えております。 

 今年度、市内企業の人材確保のため、みやま市企業紹介冊子を作成する予定でございます。

発行に向け、現在、アンケート調査などの準備を進めています。若者を初め、市内各企業へ

の就職促進等に活用していきたいと考えております。 

 地方創生総合戦略における重要業績指標においても、社会増減数のマイナス幅の抑制に向

け、移住者を増加させ、転出者を抑制する施策を今後とも継続して行っていく所存でござい

ます。特に、補助事業の申請が少ないものに関しましては、ＰＲの取り組みを初め、より利

用しやすい制度となるよう、必要に応じて見直しを図りながら実施してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、５点目の流動人口と関係人口の増加推進を図るとともに、定住化への誘導について

でございます。 

 九州オルレみやま・清水山コースを初め、観光事業の取り組みにより、交流人口は年々増

加傾向にあります。また、ふるさと納税寄附金も増加傾向であるように、本市との関係人口

も増加してきているものと考えられます。 

 今後も、シティプロモーション戦略により、本市の魅力を効果的に情報発信しながら、交

流人口及び関係人口の増加を図り、将来的な移住・定住の促進につながるよう努めてまいり

たいと考えます。 

 次に、６点目の第２子以降からの出産祝い金拡充並びに学校給食費の助成についてでござ

いますが、平成27年４月から実施している事業であります第３子以降出産祝金事業につきま

しては、平成27年度が46件、平成28年度が48件、平成29年度が52件と、年々増加傾向にあり

ます。 

 平成27年度の総合戦略策定時に実施した市民アンケート調査によりますと、理想の子供数

について３人と回答した割合が43.2％と最も高くなっていますが、現実の子供数を３人と回

答した割合は20.8％にとどまっている結果でございました。 

 本市といたしましては、今後とも第３子以降の世帯に100千円の祝い金を助成することで、

子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、若い世代の出産に係る希望をかなえる施策を展開し

てまいる所存でございます。 

 御指摘の第２子以降からの出産祝い金交付につきましては、理想とする数の子供を持たな
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い・持てない理由のアンケート調査結果によりますと、教育費等の家計への負担など経済的

な理由以外にも、さまざまな要因があるため、出産祝い金の交付対象を第２子以降にするか

につきましては、市の財政負担とあわせて慎重に議論していく必要があると思われます。引

き続き本市における出生状況等に注視しながら、出産祝金交付事業の改善につきまして検討

してまいります。 

 人口減少に対する取り組みは、本市における最重要課題の一つであります。今後も、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の目標実現に向け、積極的に取り組んでまいりますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 続きまして、井上教育長職務代理者お願いします。 

○教育長職務代理者（井上正明君）（登壇） 

 おはようございます。続きまして、教育部局に関する部分につきまして、私のほうから答

弁をさせていただきます。 

 ６点目の第２子以降からの出産祝い金拡充並びに学校給食費の助成についてのうち、第２

子以降に対します学校給食費の助成についてでございますが、まず、みやま市の現在の学校

給食費、食材費は小学生１人当たり月額４千円、年額11カ月分で44千円でございます。また、

中学生では月額4,900円、年額53,900円となっております。 

 仮に小・中学生全員の給食費を無償にした場合の経費につきまして、今年５月１日現在の

児童・生徒数2,671名で試算いたしますと、年間約126,000千円が必要となってまいります。 

 また、第２子以降の児童・生徒でございますが、ここで申し上げます第２子とは、小学校

１年生から中学校３年生までの間に同時に在籍する兄弟姉妹のうち２番目以降の児童・生徒

でございます。この第２子以降の数は現在の児童・生徒数の約36.3％と想定され、このうち、

就学援助費として給食費を補助している児童・生徒数を差し引いた約890人となります。こ

の数字をもとに試算いたしますと、第２子以降を全額補助した場合、約42,000千円、また、

半額補助するとその半分の21,000千円、さらに、３分の１の補助といたしますと約14,000千

円が必要になると考えられます。 

 次に、県内自治体の学校給食費への助成の状況でございます。 

 平成29年度調査では、18の市町村において何らかの形で助成がなされております。 

 全児童・生徒を対象としているのは15の自治体で、助成額は、月額100円から500円が最も
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多い８自治体、月額１千円から1,200円が２つの自治体でございます。その他、牛乳とジャ

ム合わせて１食10円、牛乳１本に対して12円を助成しているケースもございます。また、第

３子以降の児童・生徒に対し全額補助しているのが３自治体ございます。それぞれの自治体

において、その内容はさまざまでございます。 

 本市にとりましても、さまざまな形での助成も考えられる中、給食費への助成が実現すれ

ば、議員御指摘のとおり、人口流出の歯どめ策としては一定の効果が期待できるものと考え

ております。 

 しかし、給食費への助成は単年度で終わるような施策ではございません。今後、交付税が

年々削減される中で、長期にわたり先ほど試算額を申し上げましたような財政負担が伴いま

すので、教育委員会としては、市長部局と十分に協議、検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 まず第１番目でございますけれども、戦略の基本的な状況でございます。それにつきまし

ては、財政力の投入力とか、それから、政策の集約性とか、そういうようなやつをあえて私

は申し上げて質問しておるわけでございますが、それに対して、なるほどな、その基本戦略

は力があるなと、やっぱり意気込みがあるなという感じがいたしません、そういったことが

感じられません。何か答弁が極めて役所的な答弁でございまして、それは、実態がそういっ

た本当に前向きにやっているかなというやつをやっぱり我々が感じられないからと思います。 

 もう少しこれにつきましては今後の課題でございますから、よく再度考えていただいて、

もう人口減少が来たら、交付税の減額とかなんとかじゃないんですよ、なくなっていくんで

すよ。今、行政サービスを受けてあるやつがだんだん残った者が負担していくわけですよ。

ともかく人口減少というやつは歯を食いしばって歯どめ策をせんといかん。これまでと同じ

ようなことでは多分、平成31年度に総括されると思いますけれども、なかなかできませんで

したと。そういうことじゃ、もう許されませんよ。なるほどな、それだけ万策をやったかと、

それでも尽きたときは、市民の皆さんも議会の皆さんも、なるほど、そこまでやってくれた

ならばそうだなと、我々もまだ応援不足やったなとかいうことになると思いますけれども、
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このままでは尻すぼみと思いますよ。 

 そういうことでございますので、これについては市長職務代理者のほうからあえて答弁を

求めませんけれども、もう一度しっかり腹構えを据えて、なるほどな、これにも最優先的に

取り組んでおるなと。そして、期限も来ますから、緊急なやつは、どんどん過ぎ去ったら後

でどんなにしようと思ってもされないんですよ。結婚は、おくれてからされるはずがないで

しょう、子供もそうでしょう。だから喫緊なんですよ。第１問目にはそういうことで申し上

げておきたいと思っております。 

 それから、まち・ひと・しごと創生のことで今申し上げておりますけれども、これは法律

もちゃんと制定されています。政策の中で、総合版の中では法律の制定のことを何も書いて

ありませんよ。本当は法律の第４条の中に、ちゃんと明確に地方公共団体の責任もはっきり

しております。そして、国民の皆様の努力義務もちゃんと明確にされていますよ。事業者も

そうですよ。もう日本を挙げてですよ。市のほうは何か今までの政策をして、それをしっか

りやっております、しっかりやっておりますと見えないんですよ。そういうことですから、

これは条例を早くつくって、平成32年度から検討しますということでありますけれども、こ

れこそ喫緊の課題ですから、やってみてやれないことはないと思いますよ。 

 全国の中で、多分１カ所か２カ所、条例を制定してやっているところがあります。さすが

なと思いますよ。国もそうですよ。国ももちろん法律は定めておりますけれども、いろんな

責任を明確にしております。そして、対策本部もちゃんと設けておるんですよ。そして、莫

大な予算も組んでいるんですよ。多分使い切れていないと思いますよ、こういうことじゃ。

やっぱり条例をしっかりつくって、条例をつくるということは、市長は一生懸命やるという

ことは言われますけれども、それはあくまで市長の市民に対する協力義務なんですよ。条例

は制度ですから、市長がやるやつよりも、もっと次元の高いよりどころでございます、御承

知のとおりでございます。そういったやつを申すまでもないと思いますが、条例をつくるこ

とと、それに基づいて対策本部をつくるということは、本当にやっていることが見えるわけ

ですよ。多分これから先はそこいらが論議されてくると思いますけれども、ぜひもうちょっ

と前向きに、平成32年度からと言えば喫緊の課題は流れていきますよ。 

 そういうことですから、市長職務代理者としてそこいらの点を踏まえて決意を申していた

だきたいと思っております。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 貴重な御提言ありがとうございました。私もそう思っておりまして、条例制定については

決して絵に描いた餅にならないように、各市民、行政、団体それぞれでみんな役割分担を明

確化した形でぜひ条例制定については検討していきたいと思っております。検討しますでご

ざいます、早急に。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 やっぱりさすがですね。西原市長も即座に答弁されておりましたが、高野市長職務代理者

におきましてもその流れをくんで、すぐ検討しますということでございます。ありがたいこ

とでございます。ぜひやってくださいね。そうすると、みやまが全国で注目されますよ。そ

して、やろうじゃありませんか。やらないと後悔しますよ。そういうことです、よろしくお

願いしておきます。 

 それから、予算制定はもう申しません。 

 それから、関係人口につきましても、これは最近よく叫ばれておりますけれども、最後は

人口が減っていっても残った者がやっぱり支えておることが一番最後は大切かと思っており

ますので、そりけん、縁故者の方、ふるさと創生でみやまを応援されている方に対して、そ

ういった市民の皆様と関係をつくっていただいたら、何かあったときは本当に助かるかと

思っております。最後のとりでと思っておりますので、関係人口の取り組みと、それから、

増加を図っていただくようにお願いしておきたいと思っております。 

 それから、６番目のことでございますけれども、合計特殊出生率がこのダイジェスト版に

書いてありますよね。そして、現在が1.25ですか、７年後は1.8を目指されております。さ

らには2.何ぼまで目指されております。 

 ここでちょっと聞きますけれども、1.8を目指されて、７年後はそういうことに達成する

ように頑張られると思いますけれども、大体子供数を今までよりもどれくらいふやすことが

1.8になるのか、そこいらの概算を教えてくれませんか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 堤企画振興課長。 
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○企画振興課長（堤 則勝君） 

 1.8にするための概算ですけれども、現段階で子供の数の計算をしていませんので、計算

をして後ほど御答弁をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしいでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 普通は1.8を目標を立てたら、どれくらい年間ふやしていかなくちゃいかんかというやつ

は当然な常識の取り組みでございますが、ないようでしたら、後でよく計算をして出してい

ただきたいと思っております。 

 私のほうから、概数ですけれども、大体210名から220名今産まれております。1.8を目標

にしたら100名以上ふやさなくちゃいかんですよ、できるですか。そして、その次は2.何ぼ

と書いてありますよね。絵に描いた餅ですよ。今減ってきよっですよ。それを今度はまた７

年後は300台に持っていくと、どんなして持っていくんですか。それは気持ちはいいと思い

ますよ。ところが、なら一生懸命やりますと。そしたら、その政策のためにいろんな手だて

が要るわけですよ。そうすれば、今さっき申し上げました人口の産まれておる区分を見ると、

第１子は余り減っておりません、第２子以降が減っておるんですよ。前は第１子よりも第２

子が多かったんですよ。統計上、これは市執行部の方から資料をいただいたんですけれども、

前は第１子よりも第２子が多いということは、前の人たちが産んでおるわけですたいね。と

ころが、今は全部減っているんですよ。今さっき申し上げましたように、第２子以降全体が

減っているんですよ。そういう中で100名ふやすというわけですよ。それは相当しっかりや

らなくちゃいかんと思いますよ。 

 そこいらはもう申し上げましたからくどくは言いませんけれども、出産祝い金がこれまで

とまた同じようにやりますということなんですけれども、そもそも100千円を第３子以降に

はあげてあるようでございますが、それの基準となったところは、どこをモデルにしてされ

たのか。そして、そこのモデルの地域はいかがほどやったか、そこいら教えてください。 

 それと、第２点目、県内で調査をされたのかどうか、された上での政策を決定されておる

のか、そこいらを教えてください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 堤企画振興課長。 
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○企画振興課長（堤 則勝君） 

 お答えいたします。 

 第３子以降の出産祝い金の件なんですけれども、県内のほうは調査をさせていただきまし

た。福岡県内では11市町村が第３子以降出産祝い金の助成をしているような状況でございま

す。近隣でいきますと、みやま市のほかに筑後市、八女市のほうでそういった制度を実施し

ているところです。 

 筑後市においては、みやま市と同じように第３子以降が100千円、八女市においては第１

子から助成金を支給しているところです。第１子が50千円、第２子が80千円、第３子以降が

100千円というような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 最初に申し上げました、最初制度をつくったとき、平成27年度ですよね。それはどこをモ

デルにして、どういったところを参考にされたのか、そして、そこの内容を説明してくださ

いと申し上げましたでしょう。 

○議長（牛嶋利三君） 

 西山総務部長。 

○総務部長（西山俊英君） 

 お答えいたします。 

 モデルというのは、どこをモデルにしたということはございません。今、地方創生の総合

戦略をつくるに当たってアンケートをとった中で、やはり子供は３人欲しいという希望があ

る中で、なかなか３人産めないというふうな現状がそこで把握できたものですから、まずは

そこをある一定の助成をして高めることができればということで制度を創出したところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 
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 私が執行部の皆さんに聞いたときは、これをつくったときは南関町から情報を得ましたと

いうことを聞いております。南関町はもっと手厚いんですよ。それを参考にして予算編成を

組んだということを聞いておりました。びっくりしますよ、南関町は。 

 それから、県内の調査をされたということですけれども、これにつきましても、ある市で

はもっと手厚いですよ。いや、手厚いのがいいかどうかわかりませんけれども、やっぱりこ

んなに子供が少なくなったら、何とかして、これにかわるような後の方策があれば私はいい

んです。多分余りないと思いますよ。ないなら、ここに力を入れて、必ずしも100千円とい

うことは言いません。やっぱりなるほどな、お祝いして、そして、金をやるからお祝いじゃ

ないんですよね。やっぱり市全体が本当に誕生をお祝い申し上げますということで心を込め

て、そしたらば、みんなから支えてもらうんだなということで、第２子、第３子ということ

を頑張っていただくような気持ちで支えていただければ、それは金は生きますよ。 

 その政策をどこがやっているかといったら企画振興課なんですよ、祝い金は。私は子ども

子育て課やろうと思っておりました。なぜならば、ワンストップでサービスをやっていくの

が行政の基本方針ですから、子供を育てるところはそこに所管を持っていかなくちゃいかん

かなと思っておりますが、今のところは企画振興課ですよ。企画振興課でそういった子供の

奨励というか、本当に心を込めた奨励というやつは、なかなかされないと思いますよ。そこ

いらもまた、組織も再検討していただかなければならないかと思っております。 

 もう時間もないようですけれども、そういったことで、一つ一つ詰めてまいりたいと思い

ますけれども、本当手ぬるいですよ。結婚サポートセンターもそうなんですよ。もう何年

やっていますか。年に２組か３組ぐらいで、物すごいおりますよ。私は農家の出身ですから、

大体回りましたら、ほとんどおられますよ、結婚しておらん者のおるち、これが一番頭の痛

かたんもと。農業政策の中で担い手育成とか何か一生懸命やりますけれども、結婚しなくて

何が担い手ですか。だから、それこそ条例をつくってみんなでお世話ばしようと、昔はおら

れましたから、今でもおられますよ、そんなやつが見えないんですよ。本当、一回統計をと

りましたけれども、みやま市で農家だけでも大体300人ぐらいおりますよ。たった二、三組、

そして、サラリーマンでしょう。サラリーマンもいいです、農家は全然解消していませんよ。 

 そういうことですからね、ならどんなふうにしたらいいですかということは以前申し上げ

ましたんですけれども、女性の方が大体五、六年前の意識では、都会におる人たちも、大企

業が倒産したりするから、私はそういった大企業のサラリーマンにということはもう今は思
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いませんと。そして、地方で自然と一緒にして、そして、収入も７割か８割ぐらいでもいい

からということで、地方指向やったんですよ。だから、そこの中で地方指向を捉えたところ

もあります、島根とか鳥取とかですね。そして、そういった若い者が入ってきておるんです

よ。 

 それはなぜかというと、そこにはやっぱり世話人がおるんですよ。農家に来るときは、

やっぱり誰でも不安ですからね。ところが、今は農家もいろいろと近代化されて、重労働も

ほとんど解放されたような状況でございます。収入もある程度知恵を絞れば他産業並みの収

益も上げると。そして、楽しい時間もつくろうと思えばつくれるような状況でございますか

ら、そういった話をサポートする人がいっぱいおられると思いますよ、市のほうからお願い

していけばいっぱいおられると思いますよ。それがないんですよ。ただ結婚サポートセン

ターを設置しておる、なら統計上どれぐらいかと、もうびっくりするでしょう。それが全体

的な流れでございます。しっかりやっていただきたいなと、本腰入れてですよ、本腰入れて。 

 そのためには、やっぱり対策本部をつくって、例えば、市長のもとで絶対権限を持ったと

ころで采配すると、予算も枠を設けてやると。国がそうでしょう、創生本部の特別枠をつく

るわけでしょう。だから各省庁がばっと食いついていくわけですよ。それで、そこでやるわ

けですよ。全国に流れるわけですよ。市もそうなんですよ、各課でばらばらにしとったっ

ちゃ、それはその調整はなかなかとれませんよ、そういう仕組みをつくっていませんから。

ぜひやってもらいたいと思っております。 

 それから、教育の関係でございますけれども、私は教育ほどしっかり力を入れてあるなと

思っていつも称賛しております。それは、学力だけじゃなくて、子供たちが本当に元気に

育っております。そして、学力は全国平均よりも上、福岡県よりも上、そして、やっぱり注

目されております。という関係者から注目されています。皆さんからは余り注目されていま

せん、それはＰＲ不足だろうと思っております。 

 そういう中で、お母さんたちが子供たちを学校に送るとき、給食費はどうやろうかとか心

配されないような助成措置をぜひ配慮していただきたいと。今御説明されたように、そう大

きい金じゃないと思いますよ。財政当局は、ことしは黒字が６億円とか何か言っておりまし

たから、そういうことですから、ぜひこの福岡県の中のトップクラスでありますみやま市の

教育の里には、教育の一環としてぜひ学校給食費も支援していただくようによろしくお願い

したいと思っておりますが、再度、市長の伺いじゃなくて、教育長職務代理者である井上先
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生のほうから、しっかりした自分の決意でございます。本当なのかどうなのか、そこいらを

本音の話をしていただきたいと思っております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 井上教育長職務代理者。 

○教育長職務代理者（井上正明君） 

 まず、どういうふうに伝えていいかどうかわかりませんけれども、野田議員さんのみやま

市の人口減少に対する危機感というのは十分伝えていただいたというふうに思っております

ので、やっていきたいというふうに考えております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 何か小さい声でございましたけれども、やっていきたいという決意は含まれておったよう

でございますので、しっかり私も受けとめておきたいと思っております。頑張っていただき

ますようよろしくお願いしておきます。 

 以上、これで終わります。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ちょっと皆さん方にお諮りをいたしますが、今、野田議員のほうがトップバッターという

ことで質問いただいております。引き続き川口議員のほうからの一般質問ということで進め

てよろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（牛嶋利三君） 

 特におトイレとか行かれる方は、それぞれで御利用いただきますようお願いしておきたい

と思います。 

 それでは、続きまして、11番川口正宏君、一般質問を行ってください。 

○11番（川口正宏君）（登壇） 

 皆さん、改めましておはようございます。議席番号11番、川口正宏でございます。議長よ

り御指名をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 それでは最初に、市内の小・中学校の統廃合と、教育方針についてお尋ねいたします。 

 まず最初に、小・中学校の統廃合については、現在、みやま市においては少子・高齢化が
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進み、市内小・中学校の統廃合が進められておりますが、その進捗状況についてお尋ねいた

します。 

 小学校の統廃合につきましては、平成21年７月に少子化が進み、次年度から２つの小学校

で複式学級が始まるということで、みやま市市立学校規模適正化検討委員会が設置され、市

内における小・中学校の適正規模、適正配置の検討が諮問されました。 

 小学校15校を５校に、中学校４校を３校に、そういう答申が出されました。内容としては、

第１段階として、複式学級を解消するために、飯江小学校を含む第１グループの桜舞館小学

校が平成27年度に開校され、やっと第２グループの本郷小学校、上庄小学校、下庄小学校の

３校統合協議会が最近始まったところでございます。適正規模、適正配置の小・中学校の編

成は喫緊の課題です。 

 そこで、次の３点についてお答えください。 

 初めに、小・中学校の統廃合計画についてお尋ねいたします。 

 現在の統合計画の中では、この次の３番目が江ノ浦、開校区の統合で、４番目が水上小学

校と清水小学校の統廃合となっています。このままいけば、開小学校では３年後には複式学

級になるおそれがあります。複式学級になる前に統廃合はできないでしょうか。また、水上

小学校と清水小学校の統廃合は、東山中学校が瀬高中学校と統合し、東山中学校の跡地に開

校される計画となっております。瀬高中学校での受け入れ体制は検討されているのでしょう

か。 

 次に、今年度から正規科目として道徳教育が取り入れられます。皆さんも御存じのように、

毎日のように思いもつかないような凶悪な事件が朝から報道されておりますが、その大きな

原因は道徳教育を今までおろそかにしてきたからです。現在までの学校教育は、詰め込み主

義や偏差値教育で進学のための受験教育に偏り、他人への思いやりの心や共生についての心

の教育ができていないため、自己中心主義が広がっており、今、一番大切なのは心の教育だ

と思います。現在、学校で能力を高く評価された人たちが、大人になって恥ずべきことを平

然と行っています。それを改革していくためには初等教育が大切で、子供たち一人一人が生

まれながらに持っている倫理力を引き出して育てることが大切です。 

 文科省もやっと道徳教育の重要性がわかり、今年度から正規の教科として取り入れたので

すが、道徳教育は家庭と学校が一緒になり、人間としての心の持ち方や思いやりの心、人を

尊敬する心、人と共生する心を培う時間です。最近の荒廃した社会を立て直すのは子供たち
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です。この未来を託す子供たちに我も人もの幸せな社会をつくるために、すばらしい道徳教

育をしていただきたいと思います。 

 次に、子供たちのクラブ活動についてですが、クラブ活動については、中学校ではスポー

ツや文化の正規のクラブ活動があります。しかし、小学校では任意で各クラブ活動の活動を

しております。その各クラブ活動への市としての考え方や対応はどうしているか、具体的に

お答えください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 井上教育長職務代理者。 

○教育長職務代理者（井上正明君）（登壇） 

 川口議員さんの小・中学校の統廃合と、教育方針についてという御質問でございますが、

１点目の小学校の統合計画についてでございます。 

 平成23年度に策定をいたしました、みやま市立小中学校再編計画における統合校の開校時

期につきましては、平成25年11月に見直しを行っております。計画の第１グループについて

は、統合校の開校を平成28年４月とすることとし、桜舞館小学校を開校しましたことにつき

ましては、御存じのことだと思っております。次に、第２グループの下庄、本郷、上庄小学

校の統合については、平成32年４月の開校を目指し、３校統合協議会において、現在協議を

しているところでございます。その次の小学校の統合につきましては、第４グループの水上

小と清水小となりますが、統合校は現東山中学校校舎を利用する計画でございます。時期は

瀬高中学校と東山中学校の統合後であり、施設につきましては、東山中学校の施設を小学校

用に整備し継続使用することと考えております。 

 なお、今後につきましては、児童・生徒数の大きな変動があったとき、あるいは国の制度

改正等があった場合には、必要に応じて計画の見直しを行う必要があると考えておりますが、

現時点におきましては計画どおりに進めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の道徳教育についてでございます。 

 平成27年３月27日に学校教育法施行規則が改正され、これまでの「道徳」を「特別の教

科 道徳」とされました。今回の改正は、いじめ問題への対応や、発達の段階をより踏ま

えた体系的なものとする観点からの内容の改善、問題解決的な学習を取り入れるなどの指導

方法の工夫を図ることなどが示されております。 

 道徳教育は、人が一生を通じて追及すべき人格形成の根幹にかかわるものであり、同時に
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民主的な国家・社会の持続的発展を根底で支えるものでもあります。また、急速なグローバ

ル社会の一層の発展や人口知能の進化など、これからの予測困難な時代において、さまざま

な課題に対応していくためには、社会を構成する主体である一人一人が高い倫理観を持ち、

人としての生き方や社会のあり方について多様な価値観の存在を認識しつつ、みずから感じ、

考え、他者と対話し協働しながら、よりよい方向を目指す資質・能力を備えることがこれま

で以上に重要であります。 

 教育委員会としましては、本市の子供たちに培っていこうとする力の一つの柱に、人との

かかわりの中で、自他ともによりよい生活を行おうとする能力・態度の育成を掲げ、豊かな

人間性の醸成に努めてまいります。今回の改正の趣旨等を踏まえながら、各学校で作成して

おります道徳教育の全体計画をもとに、道徳科の授業を計画的、発展的に行うとともに、道

徳的な課題を一人一人の児童・生徒が自分自身の問題と捉え、向き合って考えたり、議論し

たりするような道徳科の学習ができるように、指導方法の工夫を進めていきます。 

 また、子供たちの豊かな人間性の醸成は学校のみでなし得るものではございませんので、

家庭や地域との連携も進めております。例えば、みやま市があいさつ日本一宣言を行ってい

ることから、家庭や地域とともに挨拶に取り組んでいるところでございます。挨拶により、

礼儀正しく真心を持って人と接することができるようになり、友達や家族、地域の方々と心

を通わせてお互いを大切にする心、ふるさとみやまを愛する心が育つと考えております。 

 そのほかにも、学習参観で道徳科の授業を公開したり、地域学習や地域教材の開発などに

家庭や地域の方々の積極的な参加や協力を得たりするなど、家庭や地域との共通理解を深め、

相互の連携をさらに図ってまいります。 

 次に、３点目の子供たちのクラブ活動についてでございますが、議員も御承知のとおり、

市内には小学生を対象とした、さまざまなスポーツクラブがあります。 

 教育委員会としましては、スポーツを通した青少年の健全育成、また、スポーツ振興の観

点からも、少年スポーツクラブの運営、活動に対する支援につきましては、積極的に行って

いるところでございます。 

 具体的には、少年スポーツクラブ44団体に対しまして補助金を交付し、クラブの運営支援

を行っております。あわせまして、市内の体育館やグラウンドの使用につきましても、使用

料の免除を行うことで、活動を促進する環境を整えているところでございます。 

 また、少年スポーツクラブの部員や指導者、保護者を対象とした研修会を毎年行っており
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ます。本年度につきましては、６月にモチベーションの上げ方というテーマでの講演と、ス

ポーツ障害予防のためのストレッチや体幹エクササイズの実技研修を実施いたしました。約

200名の参加者からは大変好評をいただいているところでございます。 

 今後も引き続き、少年スポーツクラブの活動に対しましては、積極的に支援を行ってまい

る所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君） 

 すばらしい答弁をしていただきまして、ありがとうございました。 

 学校統合のことでお尋ねしますけれども、このまま、統合が当初の計画から少しずれてき

ておりますけれども、先ほども言いましたように、開小学校があと３年後だったですかね、

複式学級になる可能性があるんですよ。どうしてもその前に統合していただければと思うん

ですけれども、その辺いかがお考えでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 

 ただいま川口議員さんから開小学校の状況をお話しいただきましたけれども、当然、私ど

もも数年後の児童・生徒数は十分つかんでいるところでございます。 

 この学校統合の大きな目標の一つとして、そういった児童・生徒が少ない部分での複式学

級を解消するというのが一つの大きな目標となっているところでございます。そういったこ

とからも、当初、早い段階での統合については、そういったところを解消するということで、

それが山川南部小学校を中心とした計画ということで立てておったわけでございます。 

 現在は、時期は明確にしておりませんけれども、計画どおりの順番ということで進んでお

りますけれども、先ほど申し上げましたように、やはり児童・生徒の極端な減少、そういっ

た部分が見えてきた中では、そういったところも考慮しながら、今後そういった時期、また、

今現在出している計画につきましては地域の皆様のほうにもお示しをしているわけでござい

ますので、当然、当該の開、江ノ浦、そういった地域はもちろんでございますけれども、ほ

かの校区にも順番もお示ししておるわけでございますから、十分御説明をして御理解をいた
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だきながら進めるということで、今後、そういった部分についての検討をしてまいりたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君） 

 再編計画を立てられるとき、計画の中で、平成23年度から平成32年度までの10年間を前提

とし、前期と後期に分けて実施しますとあります。前期は平成23年度から平成27年度で、緊

急課題である複式学級を有する学校を対象に取り組みます、そういうことで計画が組まれて

おりますけれども、今の流れを見てみますと、結局、当初の計画からいくと大分ずれがある

みたいですよね。 

 それで、先ほども申しましたように、開小学校がもう３年ぐらいで複式学級になる予定で

すけれども、その前に、今、下庄、本郷、上庄の統合が進められておりますけれども、その

次が江ノ浦、開になっておりますね。それで、下庄、本郷、上庄の場合は統合時期は平成31

年度の予定ですかね。それから準備していけば、複式学級になる前に統合が可能かどうか御

答弁いただきます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 

 今、川口議員さん、江ノ浦、開ということで順番を申し上げられたんでございますけれど

も、今の計画としましては、今現在、下庄、本郷、上庄の統合協議会を行っております。そ

の次につきましては、まず瀬高中学校、東山中学校が次でございます。そして、中学校が完

了した後、東山中学校の校舎を使って清水小学校、水上小学校を統合というふうな順番に

なっておりまして、開、江ノ浦、それから、二川、岩田ということで、４校統合という形が

一番最後の現在の計画となっておるところでございます。 

 そういったことからも、開、江ノ浦等につきましては、現在のところ、一番最後の統合予

定となっております。そういったところを含めまして、これからまた十分に地元の意見等を

お伺いしながら、そういったところの計画変更が必要な部分等については協議をしてまいり

たいと思っておるところでございます。 
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○議長（牛嶋利三君） 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君） 

 私の勘違いだったと思いますけれども、当初計画は開、江ノ浦の後に二川、岩田という計

画じゃなかったですかね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 

 答申の中では、開、江ノ浦、それから、その後に、開、江ノ浦を含めた岩田、二川という

ふうになっていたと思いますけれども、江ノ浦、開につきましては、やはり同じ子供たちが

何回も統合をするようなことはできないだろうということで、最終的には４校一緒に統合す

るということで計画は作成したというふうに認識をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君） 

 それでは、道徳教育の取り入れ方についてお尋ねいたしますけれども、やっとことしの４

月から道徳教育を正規科目として採用していただきました。やっぱり世の中は倫理のわかっ

た、道徳のちゃんとしっかりした子供たちが成長していって大人になるのが基本だと思いま

す。 

 ただ、今の社会を見てみると、先ほども申しましたように、大学とかそういうところで物

すごく成績のよかった人が官僚とかいろいろな大臣とかになっておりますけれども、やっぱ

り心の政治ができていないし、官僚の方についても、とにかく今ニュースとかそういうのを

見ておれば、ちょっと恥ずかしいような感じをするわけですね。それで、やっぱり子供のと

きからぴしゃっとした道徳教育をしていただいて、すばらしい社会人となって、とにかく明

るく心の通う社会をつくっていただきたいと念じているところです。 

 そういう中で、今の小学校の道徳教育の重点目標といいますか、教育方針について少しお

話をいただきたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 

 この件につきましては、屋形指導室長のほうからお答えをさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 屋形指導室長。 

○指導室長（屋形朋子君） 

 小学校の道徳教育の方針についてのお尋ねかと思います。 

 道徳教育については、先ほど川口議員がおっしゃいましたように、本年度から小学校で

「特別の教科 道徳」ということで改正をされました。来年度から中学校のほうに入ってま

いります。 

 小学校におきましても中学校におきましても、道徳の時間のみで道徳性を養うことはでき

ないと思っております。道徳科の授業の中では、週に１時間しかございません。ですから、

その時間をかなめとして、学校の教育活動全体で道徳教育を行うということになっておりま

す。したがって、日常の子供たちの体験活動なども生かしながら、対立する意見がありまし

たとしても、多様な価値観があるというようなことで、子供たちが考え、議論するような場

も設定しながら、子供たちが考えずにこの価値が大事だなというような一方的な考えにとど

まらないように指導方法の改善を行っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君） 

 ありがとうございました。今の社会で一番重要なのは、やっぱり道徳だと思うんですよ。

やっぱり社会、世の中を──今、本当にスポーツにしても朝から、スポーツ選手が何でああ

いうことをするのかですね。私が一番びっくりしたのは、バスケットの選手だったですかね、

アジア大会に行って、ユニフォームを着てそういうことをやったとか、いろいろなスポーツ

関係者の間のニュースが飛び交っているんですけれども、これもやっぱり小さいころからの

道徳教育、人間の倫理がよく心の中に入っていなかったからだと思うんですよ。それで、何

かの本に書いてありますけれども、とにかく６年生からずっと順を追って教えていかにゃい
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かんということを書いてあったんですけれども、まさにそのとおりと思いますので、学校教

育のほうで道徳の時間を大切に、重要に使っていただきたいと思います。 

 それでは、２問目に入らせてもらいます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君）（登壇） 

 それでは、２問目の有害鳥獣被害対策について質問させていただきます。 

 現在、我が市に限らず、中山間地においてはイノシシの被害が大きな社会問題となってお

ります。イノシシの被害が出始めて、もう20年以上になります。最近では中山間地だけでな

く、人家の庭や道路にまで出没しており、タケノコ、ミカン、栗、また、スイカやウリ、カ

ボチャなどの農作物だけでなく、今後、人畜にまで被害を及ぼすことが予測されます。 

 こういう状況の中で、イノシシ被害防止対策は喫緊の課題です。被害に遭っている方たち

は、電気さくやわなを張って防御したり、箱わなを使って捕獲していますが、イノシシの数

は一向に減らず、逆に年々増加しているそうです。被害防止対策に苦慮されていますが、こ

ういう状況の中で、離農されている方もいらっしゃるそうです。みやま市の基幹産業である

農林業の育成にも大きく影響を与えており、農家人口の減少に歯どめをかけるためにも、行

政としてイノシシ被害対策を積極的に推進していくべきだと思います。 

 そこで、みやま市として有害鳥獣の被害撲滅対策に対する施策がどのようになっているか

質問させていただきます。 

 まず最初に、現在、みやま市として国や県の補助事業を含めてどのような対策をとってい

るのか。 

 ２つ目に、イノシシは回遊性の動物のため、近隣の市町村との連携が重要であります。近

隣市町村とのどのような対策をとっているのか。 

 ３つ目は、捕獲したイノシシの処理をどうしているか。話を聞いたところでは、焼却場の

中で焼いているとも聞いております。この処理の方法を今後どうしていくのか。 

 ４番目、捕獲隊の中心的立場の銃器を使用する狩猟隊のメンバーは高齢化が進んでいます

が、今後の後継者の育成はどう考えているか。 

 以上、４点について具体的にお答えください。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君）（登壇） 

 続きまして、川口議員の有害鳥獣被害対策についての御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のイノシシ被害撲滅対策についてでございますが、国の補助事業であります

鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して、ワイヤーメッシュと呼ばれる侵入防止さくの設置

に係る資材の無償提供を行っております。また、１頭当たりの捕獲に対して、イノシシの成

獣７千円、幼獣１千円を助成される鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業を活用いたしており

ます。 

 市の事業といたしましては、家庭向けではＬＥＤ点滅防除器具「シシバイバイ」の貸し出

しを無償で行っており、農地には有害鳥獣による農作物等の被害防除用施設の設置に対する

補助として、農地への侵入を防ぐ電気さくや、ワイヤーメッシュ防止さくの設置に対する補

助を行っています。また、箱わなによる捕獲が中心となる被害防止対策として、現在、市内

191基の箱わなを設置し、被害防止に努めているところです。 

 箱わなでの捕獲頭数は平成28年度で589頭、平成29年度では490頭となっております。 

 今後も引き続き被害防止に有効な防止策を検討してまいる所存でございます。 

 次に、２点目の近隣市町村との連携はについてでございますが、野生鳥獣の効果的な被害

防止対策を行うために、近隣８市町と筑後農林事務所、関係ＪＡ、各地域猟友会等で組織い

たします筑後地域鳥獣被害対策協議会において、野生鳥獣被害の実態把握や被害防止対策、

捕獲に関する事項について、連携した取り組みを行っているところでございます。 

 具体的な取り組みとして、被害対策の現地研修会や、わな捕獲研修会を行っております。

また、大牟田市と共同で新規の狩猟免許取得者に対して、講師を招き、設置講習会を行って

おります。 

 次に、３点目の捕獲したイノシシの処理についてでございますが、捕獲されたイノシシは

職員が捕獲の確認を行った後、本市の清掃センターに搬入し焼却処分を行っております。 

 次に、４点目の捕獲隊の高齢化についてでございますが、実際に駆除活動いただいており

ます猟友会は高齢化が進み、後継者も不足しているため、駆除班は減少し続けているのが実

態でございます。 

 市としましても、捕獲効率の向上と駆除員の負担軽減を目的に、駆除したイノシシの回収

と清掃センターへの搬入や、箱わな周辺の草刈りをシルバー人材センターに委託するなどの
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対策を講じております。また、今年度からＩＣＴと呼ばれます、携帯電話通信により有害鳥

獣の捕獲状況が監視できるシステムを３基導入いたしております。今後、効果を検証した上

で、本格導入を検討してまいる所存でございます。 

 また、後継者育成のため、新規の狩猟免許取得者に対する健康診断書作成料や、狩猟免許

試験予備講習会の受講料の補助を行っておりますが、免許取得者をふやすことは、なかなか

容易ではございません。今後、猟友会の役員と後継者育成に関する会議を行う予定でござい

ます。 

 駆除活動には地域の協力が欠かせないと考えておりますので、猟友会や地域と連携し、情

報交換を行いながら、有害鳥獣対策を進めてまいる所存でございます。御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君） 

 適切な答弁ありがとうございました。 

 先ほどでも答弁でありましたように、今、狩猟隊の方が実質３名しかいないということで、

みんな70歳以上の高齢者だとお聞きしております。そういう中で、高齢化対策も今述べてい

ただきましたけれども、本当に私がびっくりしたのは、ちょうど現場から、今、６匹入っと

るという電話をいただいて、ちょうどその日、一緒に行ったら、狩猟隊の方も見えて、とに

かくこれぐらいの小さいのが１つのかごに６匹、あれを見たら、あれが全部６匹生きとった

ら、また６頭が６匹ずつ、六六、三十六、また36頭ふえるところだったんですよね。 

 そういう中で、以前もイノシシに対しては質問していたんですけれども、再度させていた

だいておりますけれども、一つは焼却ですね。それで、狩猟してとったやつの処分が、各自

で処分してもらったり、あとは、焼却場でやっているとお聞きして、今ちょうど柳川と一緒

に焼却場の建設に向かって進んでいるところですけれども、あそこの焼却場がなくなれば、

あとはどんなふうな体制で処分については考えてありますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 宮﨑農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑眞一君） 

 川口議員さんの御質問にお答えします。 
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 平成34年だったと思いますけれども、有明生活環境施設組合で実施しております新しい焼

却場が柳川市にできることでございます。今現在、市の清掃センターで焼却処分しておりま

すけれども、今後も柳川にできます新焼却場でイノシシを焼却していただけるように、今現

在、有明生活環境施設組合のほうと協議をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君） 

 なら、環境組合のほうと話して、今度は柳川のほうの焼却場になりますけど、あっちで一

応検討しているということですね。その辺よろしく、あそこで焼却できるようにお願いいた

します。 

 それと、先ほど狩猟隊の年齢の件を言いましたけれども、みやま市がそういうことで70歳

以上の方がもう今、実質３名しかいらっしゃらないとお聞きしたんですけれども、八女市の

場合は、50代が９名、40代が８名、70代が23名、80代が５名ですかね、そういうことで、現

在70名の狩猟隊の方がいらっしゃるわけですけれども、八女市の場合は40代が８名とか50代

は別に９名、37名ですか。それと、70代が45の23、68名と、八女東部と八女の流れで合計で

148名の方が狩猟隊にいらっしゃるそうです。そういうことで、今、市内を見渡すと、銃砲

で鳥を打ったりいろいろしてある方が見受けられんとですね、昔は時々見かけたんですけれ

ども。 

 それで、今、狩猟隊に入っていない方で猟銃の免許を持ってある方は何名ぐらいいらっ

しゃいますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 宮﨑農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑眞一君） 

 今現在、みやま市の猟友会に入っていない方で狩猟免許、銃の免許を持ってあられる方の

人数は把握しておりません。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 私からですが、狩猟の免許を持つ、持たんという前に、銃器を所持すれば、そのためには
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地元猟友会に会員として入らにゃいかん。だから、所持した人は全員が猟友会員ということ

で理解していただいていいですよ。 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君） 

 そうしたら、全部でみやま市で、瀬高が２名やったですかね。狩猟の免許を持ってある方

の数を教えてください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 宮﨑農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑眞一君） 

 瀬高猟友会と高田猟友会が存在しますけれども、ちょっと私の手元にあるデータでござい

ますが、猟友会の会員が53名いらっしゃいまして、そのうち、イノシシの駆除員が７名でご

ざいます。議員さんがおっしゃるとおり、イノシシの駆除員７名の平均年齢が74.3歳という

ことで、非常に高齢でいらっしゃいます。会員の中にも銃を所有してある方、銃の免許を

持ってある方が41名おられますけれども、駆除班になられる方につきましては、おのおのの

猟友会の中で経験豊富な方、もしくは毎日のことですから、お勤めになられる方については、

なかなか駆除班になりにくいとお聞きしますので、そういった方々も含めまして、猟友会の

ほうで７名を選定されているところでございます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君） 

 そしたら、今のみやま市の狩猟隊になれる人というのは、大体今の数ぐらいしかできない

ということですかね 

 それと、八女市あたりは、予算なんですけれども、平成30年度の予算がイノシシ対策だけ

で42,900千円からあるんですけれども、みやま市の平成30年度の予算としては、イノシシ対

策については幾らありますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 宮﨑農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑眞一君） 
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 みやま市の有害鳥獣ですね、イノシシだけではなく鳥も含めたところの予算といたしまし

て、ちょっと全体予算については頭に入っていませんけれども、有害鳥獣に係る猟友会への

委託費といたしまして3,600千円の費用を計上いたしまして、猟友会のほうに委託している

ところでございます。 

 また、あわせまして、ハンター保険あるいは頭数に応じた配分、とれ高に対する配分とい

たしまして、ＪＡのほうからも1,500千円ほどいただいております。また、県の普及セン

ターのほうからも200千円程度いただいておる中で、有害鳥獣の駆除に対する対策を打って

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 11番川口正宏君。 

○11番（川口正宏君） 

 はい、わかりました。このようにイノシシの被害は大きな社会問題となっております、そ

れも20年前からですね。それで、やっぱりそういうイノシシの被害に遭って、先ほども申し

ましたけど、離農する方もいらっしゃるぐらいですので、これからも、とにかくイノシシと

言わず、鳥獣被害がなくなるように頑張って施策を進めていっていただきたいと思います。 

 きょうの質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（牛嶋利三君） 

 執行部の皆さんにちょっと一言お断りしておきますけれども、何分きょうは６名の皆さん

からの通告をいただいております。５時までの消化ということで、本来であれば12時15分に

午前中の会議を閉じたいと思っておりましたが、引き続き質問を展開してまいりたいと思い

ます、ちょっと遅くなるかもしれませんけれどもですね。 

 続きまして、10番瀬口健君、一般質問を行ってください。 

○10番（瀬口 健君）（登壇） 

 こんにちは。10番議員の瀬口でございます。議長の許しを得ましたので、質問をさせてい

ただきます。 

 今議会は市長が９月いっぱいで退職をされるというふうに伺っておりますんですが、市長、

教育長不在の中での全く残念な議会となっております。それがゆえに、高野市長職務代理者

及び井上教育長職務代理者におかれましては、市長、教育長がおられない中でも、しっかり
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とした明確な答弁をしていただきたく、強く望むところでございます。よろしくお願いいた

します。 

 では、１つ目に、市長のまちづくり姿勢、２つ目に、熱中症予防の文部科学省よりの通知

についての２件を通告しております。 

 まず１つ目の市長のまちづくり姿勢については、①として、造成予定地の工業団地の進捗

状況でございます。当初の計画よりおくれているというふうに感じておりますが、その理由

や文化財の試掘調査の結果、造成終了の時期等についてお聞きをいたします。 

 ②として、売却済みの元工業団地に変化が見られないということで、売却時の契約につい

てや、売却先とはどういう協議をしておられるか等についてお聞きをいたします。 

 最後に、市営住宅及び定住促進住宅の現状と今後については、空き部屋の多い原因分析や

今後の対策についてお聞きをいたします。 

 以上、答弁をよろしくお願いいたしますが、時間がありませんので、簡潔にお願いをした

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君）（登壇） 

 瀬口議員さんの市長のまちづくり姿勢についての御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の造成予定地の工業団地の進捗が大きくおくれていると思うが、どうかとの

質問でございますが、みやま柳川インターチェンジ北側における工業団地の造成につきまし

ては、平成26年に地権者及び開発業者によって、みやま柳川インターチェンジ地区開発委員

会が組織され、工業団地を整備し、賃貸による企業誘致を行うことで取り組みを進められて

おりました。 

 このような中、市が土地を買収した上で、公共事業により工業団地を造成し、企業誘致を

進めることとする方針を平成28年度に決定し、地元の開発委員会に了承をいただいたところ

でございます。 

 市が土地を先行取得して工業団地を造成する方法としましては、当該地の農振農用地及び

国営かんがい排水事業の受益地であるため、農村地域工業等導入促進法、いわゆる農工法に

よる造成しかない状況でございました。 
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 このことから、農工法に基づく実施計画書の策定を行うことについて福岡県と協議を進め、

平成29年度には、新たな工業団地造成計画を進めるに当たり必要となる既存の農工団地の整

理について協議を調えたところでございます。 

 このような状況において、平成29年７月に農工法が一部改正され、法律名が農村地域への

産業の導入の促進等に関する法律、いわゆる農村産業法に改められております。 

 平成29年８月から11月にかけましては、埋蔵文化財の試掘調査を実施いたしております。 

 その結果、文化財の包蔵地推定範囲が当初の想定よりかなり広くなることが判明したため、

３年程度の発掘調査期間が必要になったところでございます。 

 このことに加え、平成30年１月には農工法の一部改正に伴う農村地域への産業の導入に関

するガイドラインが国から示され、農村産業法に基づく工業団地造成計画を進めるに当たっ

ては、市と企業が事前に産業導入地区、規模、立地スケジュール及び雇用期待従業員数につ

いての調整を終えておくことが必要となってまいりました。 

 以上のことから、事前に企業と事業計画の調整を図るため、現在、企業誘致活動を進めて

おります。 

 今後は、誘致企業と調整した事業計画を盛り込んだ農村地域産業導入実施計画書について、

県知事の同意を得た後、農振除外、埋蔵文化財発掘調査などを行い、工業団地の造成工事に

着手することにいたしております。 

 造成完了までの見通しとしましては、今年度中に農振除外、平成32年度中に土地の所有権

移転、平成33年度までに埋蔵文化財発掘調査を行い、平成34年度には造成を完了させること

を現在の目標として考えております。 

 工業団地造成完了までの期間が長くなりますが、新たな雇用の場を創出し、人口減少に歯

どめをかけるとともに、地域経済を牽引する役割を担う工業団地の整備は必要であるため、

引き続き事業の推進を図っていきたいと考えております。 

 次に、２点目の売却済みの元工業団地に変化ないが、どのようになっているかについてで

ございますが、本件は、ニコニコのり株式会社が、生産能力増強と今後の業務拡大に対応し

た製造体制の構築を図るため、下楠田工業団地を新たな工場の建設用地として取得したもの

でございます。 

 この工業団地の売却に際しましては、新工場の立地における総合協力を確認するため、平

成26年８月に、みやま市とニコニコのり株式会社で立地協定書を締結いたしております。 
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 その後、平成26年12月に市有財産売買仮契約書を締結し、平成26年12月議会において議決

をいただいております。 

 契約の主な内容といたしましては、一つ目、契約締結の日から10年間は、その土地をニコ

ニコのり株式会社の事業用地として供さなければならないこと、２つ目、契約締結の日から

３年以内に建築物の工事を完了しなければならないこと、３つ目、契約締結の日から10年間

は、所有権の移転、賃借権等の設定をしてはならないこと、４つ目、契約締結の日から10年

以内において、契約書の規定に違反があった場合は、市が契約を解除し、または買い戻すこ

とができること、以上の４項目が主なものでございます。 

 このとおり、契約書には、契約締結の日から３年以内に建築物の工事を完了しなければな

らないことと規定しておりますので、これまで大阪本社、また、高田町にあります九州工場

を訪問し、事業計画の進捗について協議を重ねてきたところでございます。 

 しかしながら、過去３年間における全国的なノリの収穫量が少なかったことにより、商品

の値上げを行った状況であること、また従業員の減少に伴う人手不足が続いたことにより、

既存工場の製造ラインを維持する必要性があったため、現在、既存工場の機械を省力化機械

へと順次入れかえを行っている状況であることから、新工場建設事業につきましては、現時

点では実施のめどが立っていないと伺っております。 

 市といたしましては、新たな雇用の場を創出していくことが重要であると考えております

ので、新工場の建設に向けて、引き続きニコニコのり株式会社と協議を重ねてまいりたいと

考えております。 

 次に、３点目の市営住宅及び定住促進住宅の現況と今後についてでございますが、初めに

各住宅の目的について御説明させていただきます。 

 市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することとなっており

ます。また、定住促進住宅は、本市内への定住を促進し、地域の活性化を図ることとなって

おります。 

 御質問のうち、まず、空き部屋が多い原因はどう分析されているかでございます。 

 市営住宅の現況でございますが、さくら、下小川、岩津、高木、飯江の５団地があり、戸

数は294戸でございます。部屋のタイプの内訳は、２ＤＫが77戸、３ＤＫが217戸であります。

空き部屋におきましては、さくら団地は３ＤＫが１戸、下小川団地は２ＤＫ、３ＤＫともに

１戸、岩津団地は３ＤＫが４戸、高木団地は３ＤＫが２戸、飯江団地は２ＤＫ、３ＤＫとも
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に１戸であり、市営住宅全体でいきますと、２ＤＫが２戸、３ＤＫが９戸で、計11戸の空き

部屋の状況でございます。 

 また、各団地の待機者は、さくら団地は２ＤＫが10世帯、３ＤＫが１世帯、下小川団地は

２ＤＫが２世帯、３ＤＫが１世帯、高木団地は２ＤＫが２世帯、岩津団地、飯江団地は待機

者がありませんので、待機者の数は17世帯でございます。ただし、現在、３世帯の待機者が

入居申し込みを手続中でございますので、入居されますと空き部屋は８戸となり、割合とし

ては2.7％となります。 

 次に、定住促進住宅の現況でございますが、平成28年度に雇用促進住宅を独立行政法人高

齢・障がい・求職者支援機構より購入しております。５階建て、２棟で３ＤＫタイプが60戸

でございます。 

 購入当初は20戸の入居で、その後、３戸の退去と４戸の入居がございまして、また、市営

住宅下楠田団地の建てかえに伴う仮住居として９戸が入居されており、計30戸が現在の入居

戸数でございます。したがいまして、空き部屋は30戸となっております。割合としては50％

でございます。 

 入居がふえない要因として考えられますことは、平成２年建築で28年が経過し、建物が古

く、３部屋全部が和室であること、給湯設備が古いこと、５階建てであることなどが考えら

れまして、入居者のニーズに合致していないと考えているところでございます。 

 次に、今後の対策についてでございますが、空き部屋が多い定住促進住宅は、１戸当たり

面積が53平方メートルで、市営住宅の２ＤＫと同程度でございますので、大規模なリフォー

ムやエレベーターの設置等が必要かと考え、現在、調査検討を進めているところでございま

す。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 余り質問を出し過ぎておりますので、頭の中がちょっとパニクっておりますが、まず、１

点目の造成予定地の工業団地の進捗状況でございます。 

 私は今まで平成30年度、今年度ですね、農振除外をして、そして、平成31年度にはもう造

成にかかるというふうに思っていたんですが、当初の計画は今申し上げたとおりでよござい

ますかね。 
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○議長（牛嶋利三君） 

 坂田環境経済部長。 

○環境経済部長（坂田良二君） 

 おっしゃるとおりでございます。平成30年度に除外して、平成31年度に用地買収、造成の

予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 整理させていただきますと、平成30年度、今年度の農振除外は変わりませんが、平成32年

度に土地の所有権移転、平成33年度までに埋蔵文化財発掘調査、平成34年度には造成を完了

させるというふうに目標が変更になったということで整理してよございますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田環境経済部長。 

○環境経済部長（坂田良二君） 

 はい、答弁書にあるとおりでございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 答弁書、答弁を聞いてちょっとパニクっておりますので、再度お聞きしながら、余り冷た

か言葉で言わんごとしとってくださいよ。 

 その理由として、文化財の試掘調査がまずあるようでございますが、文化財の試掘調査に

おきまして、想定以上の広さに埋蔵文化財としてのものがあるということでございます。 

 この発掘調査に今、答弁書を見ますと３年ぐらいかかる、そういうふうにおくれるという

ことになっておるわけですが、文化財のほうから言わせてもらうと、これは３年ぐらいやっ

ぱりかかるんですかね、どうですかね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 
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 この件につきまして担当からお聞きしておりますのは、期限については最低３年というこ

とで、本来であれば、もっと期間はかかるんじゃないかということで私のほうはお聞きして

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 この試掘調査では、何といいますか、埋蔵物といいますか、そういったものがどれくらい

あるかということなどを調べられたかどうか、ちょっと私はわかりませんが、私はずっとこ

の地域には卑弥呼の里ということで再三申し上げてきておるんですが、卑弥呼に関係のある

ような発掘ができるというような見通しが何かあるとでございますかね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 山田社会教育課長。 

○社会教育課長（山田利長君） 

 お答えいたします。 

 今、卑弥呼の里に関するようなということですけれども、実際、発掘してみないとわかり

ませんけれども、今、試掘調査の段階では、土器でありますとか土壙でありますとか、柱構

──柱の跡ですね、そういうのは確認されておりますので、発掘したら何がしかの文化財は

出てくるかと思いますけれども、それがそのような重要なものにつながるかということは、

発掘してみないとわからないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 先ほど最低３年かかるということでございまして、そこに埋蔵物が出てきた場合には、当

然それ以上かかるというふうに理解をしとってよございますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 山田社会教育課長。 

○社会教育課長（山田利長君） 
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 実際掘ってみないとわからない部分はありますけれども、現時点では３年はかかると思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 言葉尻をとっていろいろ言う時間はございませんので、次に進みますが、今、これは農工

法から農村産業法に変わったと。これによっておくれるんじゃないかというようなこともあ

りますが、ちょっともう一つそこら辺少し説明をしていただいてよございますか。農工法か

ら農村産業法に変わったために、当初の計画が非常におくれてきたというようなことを

ちょっとおっしゃったように思うんですが、どうですかね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田環境経済部長。 

○環境経済部長（坂田良二君） 

 従前の農工法、農村地域工業等導入法でございますけれども、これは昭和46年にできた法

律でございまして、まだ高度経済成長の時代で、農村地域にも工業等の導入を目指すという

ことでございました。 

 その当時、導入できる業種が５業種に限られておりまして、対象５業種といいまして、工

業でありますとか道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、以上５つの業種に限られて農

村地域での工業団地ができるということでございましたけれども、これが近年の経済情勢等

で、その５業種の規制が撤廃をされております。幅広く工業の導入ができるということに

なっておりましたけれども、答弁書にありますとおり、ガイドラインというのが示されまし

て、そのガイドラインの中で、事前に進出する企業と事業計画、それから、期待される雇用

の従業員、それから、立地のスケジュールなどの調整を終えておくということが必要になり

ました。ですから、あらかじめ進出する企業を決めておかないと、その事業の実施計画がで

きないということでございます。これが除外の条件でありまして、この手続に時間がかかっ

ておるというのが法律の改正に伴う延滞の一つでございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 ある程度わかったんですが、そしたら、今、造成に入るいろんな年代の話があったんです

けれども、現在としては、農振除外は今年度やると。しかし、その次の段階においては、今、

話されますと、既に誘致が確定しておる事業所とある程度の今言われましたガイドラインに

沿った計画書を提出しないと、そして、ここに県知事の同意を得た後とありますが、そうい

うのをみやま市の工業団地に来ますよという企業があって、その企業とガイドラインに沿っ

た調整をして、そして、なおかつ県知事の同意を得た後じゃないと、造成に着手できないと

いうことで理解してよかっですかね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田環境経済部長。 

○環境経済部長（坂田良二君） 

 先ほど申し上げました、あらかじめ企業等々との調整を終えた内容でもって、農村地域産

業等導入実施計画書というものをつくります。その実施計画書に知事の同意が要るというこ

とでございます。知事の同意が得られますと、そこで農振の除外ができまして、農振の除外

ができないと造成もできないということでございます。ですから、その実施計画書の作成、

同意がまず大前提ということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 県知事の同意を得た後に農振除外も行うということですか。 

 そしたら、今年度中の農振除外という計画が、さっきあっですたいね、平成30年度に農振

除外を行いますと。ということになると、現在予定されております工業団地にはもう既に企

業が決まっておるようなふうにも受け取られるとですが、どげんですか。もう何社か決まっ

ていますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田環境経済部長。 

○環境経済部長（坂田良二君） 
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 今現在、進出していただける企業を探している段階でございます。不動産の開発業者であ

りますとか、大手の開発のデベロッパーでありますとか、銀行さんとか、そういったところ

に当たっておりまして、進出いただける会社を今年度中に見つけまして、そして、農村地域

産業導入実施計画書を取りまとめてまいるという所存でございます。 

 それに加えまして、文化財の発掘調査に３年程度必要なものでございますので、実際の造

成まで５年近い年月が今、必要になっておるところでございます。その５年近い年月のため

に、なかなか進出していただける企業が見つからないという課題はございますけれども、何

とか今、探しておるところでございます。今現在で見つけておるわけではございません。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 途中から埋蔵文化財のほうに話ば切りかえていただきよるばってん、現在、決まっとらん

とに、企業ですね、今、話を整理すると、企業が決まっていて、その企業とガイドラインに

よって整理をして計画書なりをつくって県知事へ提出する。そして、県知事でそれが了解さ

れたら農振除外ち今言いなはったでしょう。そうすると、今年度中に農振除外をするという

計画ですたいね、まだ企業は決まっとらんというとにですね。 

 もう次の言葉が詰まるとですけど、見通しはあるとですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 ただいま進出企業のほうから打診はあっておるんですよ、進出したいと。しかし、諸々の

条件等がございますので、まだ合意には達していないということでございますので、具体的

な企業名はちょっとマル秘でございますので言えませんけれども、打診があっているのは事

実です。今は調整しています。そういうことです。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 今、部長もそこら辺はっきり言いなはるげっと私も本当に進めやすかとばってんが。そし
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たら、大丈夫だろうというようなことで、この計画、当初計画しとった平成31年度造成がお

くれますけれども、平成30年度中にはそういう計画書を提出して農振の除外ができるであろ

うという見通しはある程度はあるということですたいね。そういうことでよかですよね、見

通しが大体あるということですね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 ただいま申し上げましたように、打診があっているけれども、価格を含めていろいろ調整

が必要でございますので、打診があっている企業とまとまるかどうかとのは、まだ現時点で

は不明でございます。ただ、交渉はしているということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 そしたら、この答弁書に書いてあります今年度中に農振除外、これがおくれるということ

になると、そのまま平成34年度には造成を完了させることを一つの目標としているというの

は、大幅におくれるという可能性もあるということになるわけ。そういうふうにしか私は考

えきらんとですが、当然そげんなっでしょうけどね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田環境経済部長。 

○環境経済部長（坂田良二君） 

 おっしゃるとおりでございまして、今年度中の計画の同意、それから、農振の除外ができ

ませんと、おくれるということになります。このおくれることにつきましては、例えば、文

化財の発掘調査の期間をもっと短縮させるとか、いろんな方法もございますので、なるべく

おくらせないようにはしたいと考えておるところでございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 わかりました。私が言いたいのは、どういうことであれ、工業団地の造成にかかるという

ようなことになった場合、平成34年度には造成を完了させるということですから、平成33年
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度あたりから、もう大体始めよらにゃいかんですけどね。 

 そしたら、今おっしゃったように、企業の打診があるというふうなことでございますが、

担当のほうでも一生懸命探しておるということでございますけど、造成がもし平成34年度に

完了しましたということになっても、今のときから非常に企業誘致に関しての行動というの

が非常に大事になろうかと思っているんですよ。 

 それで、今の担当のほうでは、一々企業のほうに出向いて御挨拶をしているような雰囲気

でもなし、企業誘致というのの難しさというのは十分御存じだと思うんですけれども、早く

これは専門室を設け、そして、企業回りの専門職、そうしないと、なかなか進まんとやない

かと。今の担当者の方に御足労ばっかりかけよったって、これはそういう職員さんにも時間

がなかろうし、専門室、何々室とかをつくって、そういう肩書を持って企業のほうへ参って

御挨拶をして加入してくれというふうな方法をとっていかんと、非常にこれはなかなかうま

くいかんと思います。調整ができたにしてもですね。 

 私もそういうふうな工業団地を見てきておりますし、何十年もかかってまだ満杯になっと

らんというところもありますし、そういうふうにひとつやっていただければと思いますが、

今の専門職とか専門室とかの件については、市長職務代理者のほう、どうでございますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 ただいま御指摘のとおり、トップセールスもやっぱり必要じゃないかと思っているところ

でございます。 

 それと、もう一つ私が懸念しているのが、地権者の皆さんに対して今、工業団地というこ

とで売却をお願いして同意を得ているところでございます。いつまでも放ったらかしにはで

きない状況でございますので、全力投球をする必要があると、そのように考えているところ

でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 先に行きますが、人口減少の歯どめは先ほど来の議員さんからも強く言われておりました

んですが、人口減少はもう待ったなしでございまして、多くの方が自分の子供、孫が地元で
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就職をしてというのを非常に強く望んでおられるところでございますので、工業団地の完成、

これは絶対失敗してはいけないということでございます。また、急がねばならないというこ

とでございますので、非常に努力、研究が必要かと思いますけど、担当のほうにはよろしく

お願いしておきたいと思っております。 

 時間の都合上、それくらい申し上げまして、次に参りたいと思いますが、これは２番目で

すかね、忙しかですね。 

 売却先のニコニコのりへ売却しました元工業団地、これが、先ほど契約内容もるる申し上

げられました。その中で、私が一番きょう申し上げたいのは、３年以上もう契約からたって

いるというところなんですね。それで、ニコニコのりに売却されましたところに何の動きも

見られないということから、この件についてはどうなっているのかなというのをお聞きした

かったんですが、ここでいろいろ申されておりますけど、今、私がここで今一番気になった

ところ、ちょっと印を入れたんですが、新工場のほう、ニコニコのりのほうと協議をされて

いるということの中で、新工場建設事業については現時点では実施のめどが立っていないと

いう表現があるんですが、これはどういうふうに私たちは受けとったらいいんでございま

しょうかね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田環境経済部長。 

○環境経済部長（坂田良二君） 

 先ほど答弁書にもございますけれども、全国的にノリの生産量が近年よくなかったようで

ございまして、値上げをされておるということでございます。それが１点。それから、高田

町にございます現工場のほうが、従業員が減少しておって人手不足の状況が続いておるとい

うことでございます。この２点の観点で、現在、今ある製造ラインを省力化機械に更新する

ようなことにまず注力をされておるということで、次に新しい工場を建てることのめどが現

時点では立っていないということでお話をお聞きしている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 契約書の中には、先ほどの次のほうに書いてあるんですが、10年以内で買い戻すことがで
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きるとかここになっておるわけですが、めどが立たないということの中で、もう４年たって

おるわけですけど、あと６年、買い戻すようなところまでどうも行きそうなんですか、どう

ですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田環境経済部長。 

○環境経済部長（坂田良二君） 

 私どもといたしましては、新しい協定を結びまして、当時、ニコニコのりさんといろいろ

地域の振興でありますとか従業員の採用につきましても協定を結んでおるところでございま

す。引き続き新工場の建設に向けまして、ニコニコのりさんと協議をしてまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 そのように申し上げんといかんでしょうからですね。ただ、私たちはその先を聞きたいん

ですよね。 

 それで、最悪の場合、あそこを買い戻したということになった場合には、次の企業さんが

来る当てというのはあるんですか。あそこなら買いますよとかいうようなところがあるんで

すか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田環境経済部長。 

○環境経済部長（坂田良二君） 

 現時点ではございません。期間は10年間でございますけれども、その間では一生懸命頑張

りたいと思っております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 何遍も言っていますように、そういうふうなお答えしかできんわけですけど、次のことを

私は聞きたいと今言っておるんですが、全くめどが立たない中で、一生懸命向こうと協議を

していくというようなことでございますが、かたくなに契約を守っていきたいということで
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協議をしていくということでございますが、もしもなかなかうまくいかないというときには、

この契約を柔軟に考えて、10年が15年にしようとか、そういう考え方はいかがでございます

かね、あるんですか、ないんですか。今のところなかごたる顔ですね。市長職務代理者、そ

ういうふうな考え方もできると思うんですが、どういうふうですかね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 とにかく契約に基づいて早く契約どおり実行していただくことに全力投球をしなきゃいけ

ないということでございます。 

 それともう一つ、私がちょっと気になっているのが、契約時に、やっぱりあそこは製造ラ

インで立ち仕事らしいですよね。だから、やっぱり仕事そのものが非常にきついといいます

か、疲れるといいますか、そういうことで、人手が確保できないということでございました。

市のほうで人手を確保していただきたいということを強く要望されたことを思い出している

ところでございます。そういうことで、人手の確保が難しいのも一つの要因かなと私自身も

考えているところでございますけれども、何分契約に基づいてきちんとした形で履行してい

ただくように努力をしてまいります。もうしばらく時間をいただければと思っているところ

でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 あと６年ほどございますので、最悪の状態にならんように。そして、契約の中には、私も

少し読ませていただいたんですが、ざっとですけど、地元優先の雇用を図るというようなこ

とや、地場産業の発展に寄与するというようなことも大体申し上げられておるわけでござい

まして、そういう観点から、直接関係のある地場産業というと、高田漁業さんのほうとかに

なるわけですが、また、これに付随する商店の皆さん方、そして、さらには、このみやま市

の発展につながることでございますので、双方とも納得のできるような協議を今後、展開し

ていただきたいというふうに思っているところでございます。 

 先ほどそういう点につきましては市長職務代理者のほうから答弁をいただいておりますの

で、その旨再度申し上げて、次のほうに参りたいと思います。 
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 部長、何が言うごたっですか。（「ありません」と呼ぶ者あり） 

 次、市営住宅及び定住促進住宅の現況と今後についてという中で、空き部屋が多いのはど

ういうのが原因かと。そして、それやったら、今後どういうふうな対策をとられますかとい

うことでございますが、今、これもまた聞きよりましたところ、空き部屋が多い原因につい

てという答弁を私は望んだんですが、定住促進住宅の中にもはっきりと書いてあったんです

よね、古いとか給湯がとか。しかし、市営住宅の空き部屋、これに対しての答弁がないよう

に思えたんですが、時間がございませんので、こちらのほうから私が調べた結果で申します

ので、お答えいただければと思っております。 

 先ほどの市営住宅に対する空き部屋が多いというのの答弁がないということは、１つお認

めになりますかね。どうですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 冨重建設都市部長。 

○建設都市部長（冨重巧斉君） 

 直接な言葉での答弁はしておりません。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 そしたら、私のほうからですね。 

 空き部屋が多いというのは、私も入居状況表をいただいておりますので、よくわかるわけ

でございますが、要するに、岩津団地と高木団地が空き部屋が多いということでございまし

て、特に新築の高木団地に空き部屋があるということに非常に驚きを思っているところでご

ざいます。私が調べた中では、エレベーターがない、不便で寂しい、２ＤＫで十分だと、家

賃が高い等の意見があったわけでございますが、ほかにも要望みたいなのはたくさんあった

わけですけど、今回は２ＤＫで十分というのと家賃が高いということに的を絞ってお伺いを

したいというふうに思います。 

 ２ＤＫで十分だというのは、岩津団地は空き部屋が４あるわけですね。新築の高木団地は

空き部屋が２、これはいずれも３ＤＫでございまして、２ＤＫには空き部屋がないのに待機

者が多い。空き部屋がないのに、２ＤＫに入りたいと並んでいる人が多いということですよ
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ね。それで、３ＤＫには空き部屋があるのに待機者がゼロなんです。あいておりますけれど

も、３ＤＫには入りたくございませんというようなことなんですね。これを顕著に岩津団地、

高木団地があらわしているということでございまして、さくら団地でも２ＤＫの空き部屋は

ゼロですね。これに対して待機者は10あるわけです。非常に２ＤＫを望む方が多いわけでご

ざいますが、２ＤＫを望むということになれば、３ＤＫの空き部屋が発生するというのは当

然といえば当然でございますけど、なぜそしたら３ＤＫが嫌われるかということになるわけ

でございますけれども、私が思惑、考えをいろいろ聞きますと、やっぱりどうしても家賃の

ほうにたどり着くわけですね。もちろん２ＤＫと３ＤＫの家賃と比べれば３ＤＫが高いとい

うのは当然わかっておりますが、こういう入居されている方、あるいは入居したいけれども、

家賃が高そうだからちょっとやめとこうというようなことの御意見が非常に多かったんです

が、この件についてはどのように担当のほうでは分析されておるかなということをお聞きし

たいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 櫻木都市計画課長。 

○都市計画課長（櫻木研治君） 

 まず、家賃についてお答えしたいと思いますけれども、家賃については、公営住宅法によ

りまして家賃の計算をするようにということでなっております。家賃の算定基礎額、収入に

応じて８段階に分かれておりますけれども、収入に応じてそれが変わるということがまず１

点目です。それから、市町村の立地係数とか規模係数、この規模係数というのが１戸当たり

の面積を65平米で割った場合でありますので、当然２ＤＫのほうが狭く３ＤＫが広いですの

で、率は上がるということになります。それから、経過年数、利便性係数、そういうもろも

ろな係数を計算した結果、家賃を決定しているところであります。家賃についてはそういう

ことで決定しております。 

 それから、みやま市において、近隣もそうでありますけれども、３ＤＫに入居される方に

ついては、世帯が３名以上の場合が３ＤＫにお願いしますと。それから、１名、２名までに

ついては２ＤＫでお願いしますということでお願いしているところであります。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 
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○10番（瀬口 健君） 

 計算方法というのを説明していただきまして、市営住宅に対しては、低所得者に対して低

廉な家賃で賃貸するという大きな目的があるんですね。こういう中で、ここで言う低所得者

とはどういうものかなというふうにも考えられるんですが、そこら辺は小さいことは抜きに

しまして、私が聞いたところによると、高木団地の３ＤＫで今後70千円以上の家賃を払わな

きゃいけなくなるというのをおっしゃっているんですけれども、そういう実態が生じるのは

事実でございましょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 櫻木都市計画課長。 

○都市計画課長（櫻木研治君） 

 金額70千円以上というのは私は把握しておりませんけれども、まだ金額が高くなるという

のは間違いありません。今言われてある方については、収入自体が高い人について、そうい

う形で収入に応じて計算の根拠の額が変わってくるということで、そういうことになってお

ります。収入が高いからそういう金額になっているということです。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 先ほど言いましたように、市営住宅は低所得者に対して低廉な低金額の家賃で賃貸すると

いうようになっておりまして、非常に年間の所得が6,000千円、7,000千円あられる方も50千

円ぐらいのアパートを一生懸命探されているんですよ。そういう中で、この市営住宅に入っ

ているという方は低所得者なんですよね、言わせてもらえば。低所得者しか入れんというこ

とですから。こういう方たちに今後70千円以上の家賃を取るというようなことが生じるとい

うこと自体がちょっといかがなものかなというふうに思うんですが、こういうふうな貸し方、

市営住宅のあり方でどうお考えですか、市長職務代理者にお聞きいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 ただいまお話がありましたように、市営住宅は住宅に困窮する低所得者用に低廉な家賃で

賃貸するということを目的にしておるわけですね。だから、結局そこら辺の整合性をどう
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とっていくかというのが、一概にじゃ、下げるのかというのも問題がございますので、

ちょっと近隣の市営住宅の状況、そういうやつもやっぱり調査分析をいたしまして、現在の

我々の基準を設けておりますけれども、それが正しいのか、高いのか安いのか、そういうと

ころを踏まえて検討をさせていただければと思ってはいるんですけれども、なかなか難しい

ですよね。所得が上がれば、じゃ、出ていっていただくことになりますよね。だから、そこ

の整合性が非常に難しいと思いますので、とにかくここでは結論が出ませんので、ぜひ近隣

の市町村さんの市営住宅の現状について調査分析をさせていただいて、また検討していきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 そういうふうな70千円以上の家賃を払わにゃいかんというのは事実でございまして、先ほ

ど来申し上げておりますように、市営住宅において70千円以上の家賃を払わなきゃいかんと

いうことが今度出てくるということでございます。一般の方の年間五、六百万円、7,000千

円取ってある方も、先ほど言いましたように、50千円ぐらいのアパートを一所懸命探してそ

こに住んであるというのが現状でございます。 

 そういうことでございますので、今、調査されるということでございますが、これが空き

部屋があるということ自体がおかしいんですよね。だから、それで家賃にこれが引っかかっ

てくるかということになると、先ほど来おっしゃった公営住宅法等については、これは全国

の話でございましょうから、これをまともに取って、これで計算するということになると、

都会と田舎というのは相当違うんですよね。ですから、こんなことによって条例があるん

じゃないかなというふうに思うわけですが、条例改正あるいは減免措置の拡大等、いろんな

ところから検討していただいて、空き部屋がないようにしていかんと、高い金出してつくっ

とるわけですよね。もったいないですよ、空き部屋があるということは。そういうことを十

分検討していただいてやっていっていただきたいと思うんです。どうですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 市にとりましては、定められた料金で全て満杯になるのが一番いいんですよね。ただ、料
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金が高いから空き部屋がいっぱいあるというのも、これは問題なんです。だから、そこの、

ただいま申し上げましたように、どこまでがどうなのかというのは、ちょっと検討させてい

ただきたいなと思っているところでございます。じゃ、10千円下げたら全部満杯になるのか

という問題なのか、いろんな角度から検討する必要があるかと思っておりますので、御理解

のほどよろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君）（登壇） 

 これは担当者の方が非常に苦労されると思うんですよ。いろいろ苦情を言われるのは担当

者ですね。ですから、そういう面も今のところストレスがたまっとりなはらんごたるけんよ

かばってんですね、今後、結局、岩津団地においても十四、五年先にはまた建てかえになっ

てくるわけですね。そういうことから、やはり先々にも通じるような、そういった条例改正

なり減免措置なりするかどうかということを慎重に検討をしていただきたいというふうに

思っております。 

 ここでいろいろ担当者の方にはやかましゅう言うたわけじゃないですから、御理解のほど

よろしくお願いしたいと思っております。 

 以上、御検討のほうよろしくお願いいたします。 

 次に参ります。 

 時間がありませんが、読み上げるだけ。２つ目の熱中症予防の文部科学省よりの通知につ

いて御説明をお願いしたいと思うんですが、この夏は観測史上初とか、うだるような暑さと

か、危険な暑さ等々の言葉をよく耳にした夏でございまして、このような異常な気象状況を

踏まえてと思いますが、文科省より小・中学生の熱中症予防のための御検討、各休暇の延長

や登校日の中止等を検討するように各機関に通知をしております。 

 この通知書の文面や、これを受けてどのような措置をとのような経路で決定されたのか、

また、その時点で子供たちの熱中症というのを把握されての決定だったのかということにつ

いてお聞きをいたします。よろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 井上教育長職務代理者。 

○教育長職務代理者（井上正明君）（登壇） 
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 熱中症予防の文部科学省からの通知についての御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の通知の文面についてでございますが、文部科学省は平成30年８月７日付で、

学校の夏季における休業日に関する児童生徒等の健康確保に向けた対応等についての通知に

おいて、今夏の記録的な高温により児童・生徒が熱中症で体調を崩す事案が発生している中、

９月以降についても予断が許されない状況となっていることから、教育委員会に対し、熱中

症事故を防止する方策を検討するよう依頼がなされております。 

 具体的には、各学校及び各学校設置者において、空調設備の整備状況等も加味しつつ、児

童・生徒の健康を最優先に考慮した上で、必要に応じて夏季における休業日の延長等、柔軟

な対応を検討すること、さらに、夏季休業中に予定されている登校日等においても、延期ま

たは中止等、柔軟な対応をするよう求められております。 

 次に、２点目の通知を何日に受け、どのような経路で決定をしたかについてでございます。 

 まず、先ほどの文部科学省通知文について、平成30年８月９日付で各学校へ周知しており

ます。あわせまして、近隣市の動向も調査しながら、教育長職務代理者及び教育委員会事務

局において協議、検討を行い、８月22日に全ての普通教室に空調設備が整備されていること

を踏まえ、また、登下校時や始業式の対応、屋外での授業や学校行事及び休み時間の対応を

具体的に示し、児童・生徒の健康確保に向けた対応を行った上で、夏季休業日の延長を行わ

ないことと決定いたしました。この決定内容について、翌日８月23日付で各学校へ文書にて

通知しております。 

 次に、３点目の子供たち（小・中学生）の熱中症はどうだったかということについてでご

ざいます。 

 本年度、熱中症と診断されました事案につきましては、小学校では下校中に３件、中学校

では部活動中に１件、中体連大会で３件の報告を受けております。いずれにしても、病院で

の措置の上帰宅しており、幸いにも大事には至っておりません。 

 教育委員会としましても、熱中症予防や対策につきましては、国、県の指導とあわせて年

度当初から各学校に対し注意喚起を行ってまいりました。特に、気温の高い日が続く時期に

なってからは、夏季休業中のプール開放での児童の健康や安全確保、出校日等の活動計画の

確認、小学校における宿泊体験や中学校における部活動での対策、２学期における熱中症予

防に向けての取り組みなどの具体的な対応を示し、さまざまな活動における危機管理をお願

いしております。 
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 今後につきましても、環境省の暑さ指数等を参考に、気象予報等の情報を的確に把握し、

熱中症予防を初めとした児童・生徒の健康を最優先に考慮した上で、安全・安心な学校生活

が送れるよう努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。（「一言だけどげんでしょうか」と呼ぶ者あり） 

○議長（牛嶋利三君） 

 一言だけですね、要望のみということで。10番瀬口健君。 

○10番（瀬口 健君） 

 これは非常にことしの夏が子供たちとかいろんな方の熱中症による救急搬送者が、今まで

史上で初めてなんですよ、これは消防庁の調査でございますが。そういう中で、今度の通知

にも児童の死亡も示してあるし、そういう中で、これを受けて、いろんな自治体では教育委

員会、臨時校長会その他必要な機関を設けて協議をされて決定されているということで、非

常にみやま市としては、そこら辺が少しどうかなというような面もあったし、申し上げるだ

けちょっと申し上げます。 

 それから、児童クラブが、教育委員会とは全然関係ないんですけど、しかし、そことの連

携はどうだったかということなんですよね。 

 それから、こういうことを決定するに当たって、やっぱり教育長という方がいらっしゃら

ないことに何かいろいろ不都合があったかもしれないというようなこともお聞きしたかった

んですが、いろいろまだあったんですけれども、時間がございませんので、それだけ申し上

げて、またこの件については教育委員会のほうにお聞きしに参りますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○議長（牛嶋利三君） 

 午前中の会議はこれで閉じます。休憩後の午後の会議は13時30分からでよろしいでしょう

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（牛嶋利三君） 

 そしたら、13時30分に午後の会議、再開といたします。 

午後０時23分 休憩 

午後１時30分 再開 
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○議長（牛嶋利三君） 

 休憩前に引き続き一般質問を続けてまいります。 

 午後の一般質問、１番奥薗由美子君、一般質問を行ってください。 

○１番（奥薗由美子君）（登壇） 

 皆様こんにちは。議席番号１番、公明党、奥薗由美子でございます。議長の許可をいただ

きましたので、通告に従いまして、初めに、女性視点の防災対策について質問させていただ

きます。 

 ことしの夏は記録的な豪雨に猛暑、迷走台風と異常な天候に見舞われ、200人以上が犠牲

となった平成30年７月豪雨では、数十年に一度の重大な災害が予想される大雨特別警報が過

去最多の11府県に発令されました。また、気象庁は連日の猛暑を一つの災害と位置づけ、命

を守るよう緊急の呼びかけを行いました。今後も気象災害が一層激甚化することが予想され

ています。こうした事態にどう備えるべきか、一層の対策が求められています。 

 そこで、女性視点の防災対策について３点お尋ねいたします。 

 １点目に、女性視点の防災ブックの活用についてお尋ねいたします。 

 女性の視点を防災対策に生かすということは、子供や高齢者など社会的弱者の視点を生か

すことでもあります。東京都は女性の視点がふんだんに盛り込まれた防災ブック「東京くら

し防災」を作成し、無料配布しています。日常の暮らしの中で無理なく取り組める対策をイ

ラスト入りで数多く盛り込んであり、わかりやすいと好評とのことです。 

 内容の一部を紹介いたしますと、「いますぐできる！15のこと」として、１、外出先では

非常口を確認、２、カーテンは閉めて寝る、３、食器の重ね方を変えてみるなど15項目が挙

げられ、ほかにも、日々の暮らしの中で実践できる事前の備えや災害が起きたときの基礎知

識など、すぐに役立つ情報が満載です。みやま市でも参考にされてはどうかと考えますが、

市の見解をお聞かせください。 

 ２点目に、乳児用液体ミルクの啓発についてお尋ねいたします。 

 子育て負担の軽減はもちろん、災害時の備えにもなる乳児用液体ミルクの国内での製造・

販売を可能にする規格基準を定めた改正厚生労働省令がことし８月に施行されました。 

 液体ミルクは常温で保存でき、容器に吸い口を装着すればすぐ飲めるので、海外では広く

利用されており、粉ミルクのようにお湯で溶かしたり哺乳瓶の洗浄や消毒をする必要はなく、

災害時には特に役立ちます。実際、東日本大震災や熊本地震では、フィンランド製品が救援
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物資として被災者に届けられ、喜ばれたそうです。市販されるまで１年以上かかる見通しで、

価格も粉ミルクの倍以上になると想定されていますが、乳児用液体ミルク自体を知らない人

も多く、ぜひ市民への啓発を行っていただきたいと考えますが、市の見解をお聞かせくださ

い。 

 ３点目に、小・中学校の避難所機能の整備についてお尋ねいたします。 

 みやま市の指定避難所となっている小・中学校の体育館ですが、冷暖房設備はなく、トイ

レは和式が多いため高齢者が使いにくく、避難をためらう理由の一つとなっています。水害

で１階が浸水した場合、２階以上の学校のトイレが使えるのか、また、体育館にはテレビな

どはないため、スマートフォンなどを持っていない方は情報収集の手段がなく、さらにプラ

イバシーに配慮した女性視点による避難所運営の仕方など、課題はさまざまです。 

 災害時に地域住民の命を守る学校施設の役割を果たせるよう、指定避難所としての必要な

機能や運営の仕方について今後どう整備していくのかお尋ねします。 

 以上、３点につきまして御答弁をお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君）（登壇） 

 それでは、奥薗議員さんの女性視点の防災対策についての御質問にお答えいたします。 

 近年、東日本大震災を初め、熊本地震、九州北部豪雨、西日本豪雨など大規模な災害が各

地で発生いたしております。 

 これらの大規模災害では、家屋の倒壊・流出・浸水などにより多くの住民が長時間の避難

所生活を余儀なくされ、その中で、着がえや授乳スペース、トイレの問題など女性や高齢者、

子供への配慮不足が課題となっております。 

 本市の地域防災計画では、避難生活の長期化への対策として生活ルールの確立や良好な衛

生状態の確保、プライバシーの保護などを明記しておりますが、特に女性の視点に立った避

難所運営を心がける必要があると考えています。 

 まず、１点目の女性視点の防災ブックの活用についてでございますが、議員御指摘の「東

京くらし防災」は、イラスト中心の構成により、子供にもわかりやすく作成されております。 

 市では、本年度、ガイドブック形式の洪水ハザードマップを作成する予定でございますが、

日ごろの備えや避難時の心得などに女性視点を取り入れ、伝えるべき事項を簡潔に、しかも、



- 94 - 

わかりやすく作成するよう努めてまいります。 

 次に、２点目の乳児用液体ミルクの啓発についてでございますが、これまで日本では液体

ミルクの規格基準がなく、粉ミルクのみ製造・販売が行われてきました。粉ミルクはお湯で

溶かして冷ますなどの手間が必要ですが、液体ミルクはこうした手間が不要なため、男性の

育児参加や災害時の活用に期待されています。 

 御承知のとおり、熊本地震の被災者支援においてフィンランドから輸入・配布されたこと

により、乳児用液体ミルクへの関心が急速に高まり、つい最近の新聞報道では、来年度後半

にも販売されるとの記事が掲載されました。 

 市といたしましては、国産液体ミルクの価格や消費期限などを見きわめながら、災害時の

備蓄品として検討してまいる所存でございます。 

 また、母子手帳の交付や赤ちゃん訪問などの機会を捉え、液体ミルクの普及啓発や家庭に

おける備蓄の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の小・中学校の避難所機能の整備についてでございますが、学校に限らず、

１階部分が床上浸水した場合においては、２階のトイレも使用できなくなる可能性がござい

ます。指定避難所となります小・中学校体育館のトイレは、和式あるいは屋外に設置されて

いるなど、住民の皆さんに安心して避難していただくには不十分な状況でございます。 

 当面の課題解決といたしましては、大規模災害時の仮設トイレや空調設備の設置につきま

しては、企業などとの設備供給協定を検討してまいりたいと考えています。�

 また、現在作成中の大規模災害時における避難所運営マニュアルでは、避難所の円滑な運

営を目的とした避難所運営委員会を設置し、女性視点の避難所運営に配慮することのほか、

高齢者、子供、障害のある方など多様な主体の意見が反映できる仕組みを盛り込んでいくこ

とが必要ではないかと考えております。どうぞ御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 では、具体的事項ごとに改めて質問させていただきます。 

 １点目の女性視点の防災ブックの活用についてでございますが、答弁の中でも、ガイド

ブック形式の洪水ハザードマップを作成する予定ということで、日ごろの備え、避難時の心

得、女性視点を取り入れて簡潔に作成するよう努めていただくということで御答弁いただき
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ました。 

 昨日上陸いたしました台風21号も、皆さん多分けさのニュースでごらんになったのも、大

阪とか、関西空港も水没するなど非常な被害が出ております。私も含めてですが、皆さん防

災に対する意識は非常に高まっていると実際感じますが、では、じゃ、具体的にどういった

ことを取り組めばいいのかとなりますと、やはりよくわからないというのが現状ではないか

と思います。 

 実際、先ほど３つだけ取り上げましたけど、本当、日常の中で簡単に取り組めることから

始めましょうという「東京くらし防災」なんですが、みやま市でも、何か特別なことをしな

いといけないとかいうことではなくて、日常生活の中でこういったことを気をつけるだけで

も防災につながるんですよという、やはりそういう皆さんに知っていただくことが大事かと

思いますので、また改めてガイドブック形式の洪水ハザードマップについて教えていただい

てよろしいでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 椛嶋総務課長。 

○総務課長（椛嶋晋治君） 

 私のほうから、洪水ハザードマップとガイドブックの関係について御説明いたします。 

 まず、洪水ハザードマップでございますけれども、本年度予算で作成をする予定といたし

ております。これから業者の選定を行いまして作成を準備している段階でございますけれど

も、この洪水ハザードマップにつきましては、浸水想定区域の見直しに伴いまして、マップ

の改正を行うものでございます。 

 その中に、先ほど奥薗議員さんから御指摘をいただきました女性視点での防災対策という

ことで、もう一つ、中に15項目のことを先ほど言われたかと思いますけれども、家庭におけ

る避難の準備であったりとか、特に東京のほうでは地震を想定されているようですから、食

器の配置の仕方であったりとか、カーテンを閉めておくとか、そういったものをよく書かれ

てあるかなというふうに思っております。 

 そういったものを参考にいたしまして、先ほど言いました家庭内での備蓄の関係であった

りとか指定避難所の場所はもちろんですけれども、そのときの運営の方法とか、そういった

分を具体的に洪水マップのほうに掲載していきたいというふうに考えております。 

 また、掲載の方法につきましては、先ほど読みやすいような感じで「東京くらし防災」の
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ほうでは作成されておりましたので、簡潔に取りまとめたいというふうに考えておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 簡潔にわかりやすくというのが一番重要かと思います。いろいろ細かく書かれても、正直、

皆さんタイトルだけ読んで中まで全部きちんと読まれないと意味がありませんので、本当に

簡潔にわかりやすく、また、実情に応じて作成していただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 続きまして、２点目の乳児用液体ミルクについてお尋ねいたします。 

 先ほど答弁で非常に前向きな答弁をいただいたということで捉えておりますが、災害時の

備蓄品としても検討していただけるということでございます。また、啓発についても、母子

手帳の交付や赤ちゃん訪問のときにも普及啓発、また、家庭における備蓄の推進なども行っ

ていただくということで今、御答弁いただきまして、非常に前向きに考えていただいている

なと正直に思いました。 

 先ほども言いましたが、ただ、国内産が市販されるまでちょっとまだ時間がありますので、

その時間の間に普及啓発、こういうのがあって、いざというときにはこういう便利なんだよ

というのをぜひ市民の方に、赤ちゃんがいらっしゃる世帯はもちろんなんですが、その周り

の市民の方、御家族の方にもやはり知っていただくように、広報を利用するとか何か方法を

考えてぜひ普及に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 椛嶋総務課長。 

○総務課長（椛嶋晋治君） 

 液体ミルクの国内産の話が最近出ておりますけれども、まず、消費期限が非常に短いとい

うことがございまして、６カ月から１年ということで今、新聞報道なされてあるかと思いま

す。そのため、６カ月ということになりますと、備蓄品の管理というのに非常に気を使わな

きゃいけないというふうに考えております。そのため、備蓄品の品目につきましては、先ほ

ど答弁いたしましたとおり、価格面と消費期限等を見きわめながら検討してまいりたいとい
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うふうに考えております。 

 また、啓発につきましては、洪水ハザードマップ、そういったところにも家庭内備蓄とし

て啓発することは可能かというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 よくわかりました。では、ハザードマップにもぜひ載せていただきたいと思います。 

 次に、３点目の小・中学校体育館の避難所機能の整備でございますが、先ほどちょっと答

弁で、やっぱり学校に限らず、１階部分が浸水したら２階以上のトイレも使用できなくなる

可能性が高いということで、災害といっても、先ほど言った浸水、台風、地震、いろいろご

ざいますけど、やはり指定避難所として小・中学校の体育館が指定されている以上、住民の

方が安心して避難していただける機能の整備につきましては、市としてもしっかり取り組ん

でいただきたい問題かと思います。 

 先ほど、当面の課題解決として、大規模災害が起こった場合は仮設トイレ、また、空調設

備の設置については企業などと設備供給協定を結ぶということを検討していくということで、

こちらのほうも非常に前向きには考えていただいているようでございますが、災害というの

がいつどこで起こるのかわからないというのが正直なところですので、企業との協定となり

ますと、すぐにというわけにもなかなかいかない部分もあるかと思いますので、このあたり

につきましては、ぜひ計画的に実施をしていただきたいと思います。 

 平成30年７月豪雨で体育館にエアコンがなくて物すごい状態になって、安倍総理が視察に

来て慌ててエアコンが入ったとかいうニュースも流れましたけど、やはり起こってから対応

するのでは、なかなか後手後手に回りがちかと思います。 

 こういった今後の計画などを現時点で考えていらっしゃることがあれば、もう少し詳しく

教えていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 椛嶋総務課長。 

○総務課長（椛嶋晋治君） 

 指定避難所の体育館でございますけれども、基本的には運動するスペースとしてつくられ
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ているものですから、空調設備、あるいは広いスペースというふうになっておるかと思いま

す。 

 先ほど、企業との連携ということで協定を結んでいくという話をいたしましたけれども、

企業にはかなり仮設トイレなどの備蓄は持っているようでございます。そういったところで

活用していきたいというふうに考えておりますけれども、現在、体育館のトイレ等につきま

しては、確かに御指摘のとおり、和式が多いとか、外にあるとか、そういったところで、か

なり不便をおかけしているかと思います。 

 それで、実際の指定避難所のほうに避難されない方の御意見といたしましては、確かにト

イレのほうもあるかと思いますけれども、先ほど言われました空調設備であったりとかス

ペース確保の問題というのも、避難がなかなかしにくい一つの要因かというふうに思ってお

ります。 

 そういったところは、なかなか体育館というスペースの中では整備のほうは難しいと思っ

ておりますし、トイレにつきましては、恐らく大規模災害の際はかなりの方が避難されるか

と思います。そのため、現状のトイレの数では恐らく不足するだろうというふうに考えてお

ります。そういった点から比べましても、企業との連携によります仮設トイレをいずれにし

ても設置しなきゃいけないかなというふうに考えるところでございます。 

 そういったところで、現在、施設につきましては、整備というよりもレンタルというか、

そういったところで対応したいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 よくわかりました。とりあえずは、そういった企業が持っていらっしゃる備蓄等も含めて

協力しながら、もしものときの備えには備えていくということで考えていらっしゃるようで

すので、体育館だけではなくて、例えば、いざとなったら学校の教室を開放していただくと

か、いろいろそういった臨機応変な対応も必要になってくる場合もあると思いますので、教

育委員会ともよく連携をとりながら、こういった災害のときには体育館ではなくて学校の教

室を開放するとか、そういった事前の協議もしっかりとしていただければと思いますが、い

かがでしょうか。 
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○議長（牛嶋利三君） 

 椛嶋総務課長。 

○総務課長（椛嶋晋治君） 

 先ほどちょっと言い忘れましたけれども、確かにトイレの問題については、初動時に不足

するという懸念がございます。そういった面で、初動時トイレのほうが不足する場合につい

ては、学校のほうのトイレをお借りするとか、そういった部分も考える必要があるかと思い

ます。 

 今までの災害時の例でいいますと、指定避難所を開設した際には、最初のほうはそこにい

らっしゃるわけなんですけれども、徐々に閉鎖をしていって、入れば公民館とか福祉施設の

ほうに移動できればというふうに思っております。ただ、大規模災害のときは、どうしても

そういうふうなのは困難でございますので、学校の教室の空きスペースとか、そういったと

ころも避難所としての活用というのは考えられるのかなと思いますので、教育委員会と学校

のほうとも協議が必要でございますので、そちらのほうで協議をして検討してまいりたいと

考えております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 ぜひお願いしたいと思います。 

 それもあわせて、先ほどちょっと言いました女性視点の避難所運営ということでも、そう

いった避難所機能の整備、運営の仕方についてももちろん整備が必要なんですが、避難所の

安全対策、防犯対策というのにもやはり力を入れていただきたいと思います。西日本豪雨の

ときとか、性被害とか実際あったということもちょっとお聞きはしておりますので、そう

いった性被害防止等も含めた、女性が安心して避難所で過ごせるような環境づくりというの

も、市としてぜひ避難所運営のあり方の一つとしてしっかりと検討をしていただきたいと思

いますが、この点についてはどうでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 椛嶋総務課長。 

○総務課長（椛嶋晋治君） 

 まず、避難所を設置する際の居住スペースにつきましては、男性用、女性用というのは区
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分けして配置する必要があるかなというふうに思っております。 

 それから、警備のほうでございますけれども、今検討している分につきましては、先ほど

答弁いたしました避難所運営マニュアルというのを作成する予定といたしております。そう

いったところで、いろんな運営班をつくっていきたいなというふうに考えているところでご

ざいます。 

 その中に、先ほど言った居住スペースをする点とか支援物資を配付する方、そういった運

営班をつくっていきたいというふうに考えておりますし、先ほどの性被害については、見回

りといいますか、そういったところも検討の材料としてはあるのかなというふうに思ってお

ります。 

 これから作成していくような形になりますけれども、そういった視点は盛り込んでいきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君）（登壇） 

 これから作成されるということですので、ぜひその点につきましては、特によろしくお願

いいたします。 

 以上で１問目の質問は終わらせていただきます。 

 続きまして、２問目に入らせていただきます。 

 次に、２問目の買い物弱者支援の今後の施策について質問させていただきます。 

 平成27年12月議会で、私は買い物弱者支援について一般質問いたしました。 

 その際、福祉バスの運行や商工会と連携した「みやま市買い物おたすけ帳」の作成、また

ＨＥＭＳを活用した買い物サービスを計画しているとの答弁をいただきました。それから約

３年がたとうとしていますが、その後の進捗も含め、３点お尋ねいたします。 

 １点目に、買い物弱者支援の現状についてお尋ねいたします。 

 高齢者や障害のある方などを対象とした福祉バスが、ことし３月から誰でも利用できるコ

ミュニティバスとなり、コミュニティバスについてのアンケートを区長からとるなど利便性

の向上に取り組んでおられますが、一方で、みやま市買い物おたすけ帳については利用され

ている方が少ないように感じます。現在までの利用状況がどうなっているのか、お教えくだ
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さい。 

 また、みやまスマートエネルギーが運営するＨＥＭＳを活用した買い物サービス「みやま

横丁」については、全員協議会などで御報告いただいていますが、改めて現在までの利用状

況と今後の計画についてお教えください。 

 ２点目に、高齢者からの要望が多い乗り合いタクシーについてお尋ねいたします。 

 ことし３月からコミュニティバスになったばかりでもあり、古賀議員が６月議会で地域運

営の福祉バスについて質問され、執行部より現在のコミュニティバスの運行を見守るとの答

弁がありました。 

 今後もコミュニティバスの運行を続ける方針と承知していますが、地域公共交通会議で高

齢者からの要望が多い乗り合いタクシーなどの協議を行う余地はあるのか、お尋ねいたしま

す。 

 ３点目に、高齢者福祉としての買い物支援についてお尋ねいたします。 

 第２次みやま市地域福祉計画、第２次みやま市地域福祉活動計画の策定に当たり実施され

た住民意識調査の結果、高齢者が安心して暮らしていくための重要な取り組みの１位は、利

用しやすい交通機関の充実、２位が買い物支援の充実でした。要支援や要介護の介護サービ

スを利用するほどの状態ではないものの、コミュニティバスのバス停まで歩けない、年金生

活でタクシー代の出費が大変という高齢者の方が多いと感じます。 

 地域福祉計画の中で、具体的な施策の方向性として移動手段の確保を挙げておられますが、

コミュニティバス以外の高齢者の買い物支援を今後どうされるのか、お尋ねします。 

 以上、３点について御答弁お願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君）（登壇） 

 続きまして、買い物弱者支援の今後の施策についての御質問にお答えします。 

 まず、みやま市買い物おたすけ帳については、現在までの利用状況でございますが、買い

物おたすけ帳は、宅配サービスなどを提供する店舗や団体の情報を広くお知らせすることに

より、外出が困難な方を初めとする消費者の買い物支援を目指すものでございます。また、

市内商工業の振興・消費拡大による地域の活性化、さらに、宅配によるコミュニケーション

で地域との結びつきを強めることも目的といたしております。 
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 買い物おたすけ帳に掲載されている事業所は配達業務を行っている事業所であり、配達依

頼の連絡を受けた際に、買い物おたすけ帳を見て依頼した否かは不明でございます。しかし

ながら、商工会にお聞きしましたところ、高齢者の独居世帯からの弁当注文がふえたり、買

い物おたすけ帳を見て来店されるお客様がふえたなど、事業の周知に役立っていると言われ

る事業者がふえている状況でございます。 

 本冊子の成果は数字であらわしがたい状況ではございますが、これからさらに増加すると

思われる買い物弱者への対応策として継続をしてまいる所存でございます。 

 続きまして、みやまスマートエネルギーが運営するみやま横丁について、現在までの利用

状況についてでございますが、みやま横丁につきましては、新電力が展開する市民サービス

の一つとして平成28年６月よりサービスが開始されております。平成28年度につきましては84

件の利用をいただき、売り上げは248,513円で、平成29年度は78件の利用で売り上げ129,056

円となっており、利用の促進が課題となっております。 

 利用が少ない要因の一つとして、インターネットの利用を前提としており、高齢者等がタ

ブレット端末などの操作になれていない部分もあるかと考えられます。 

 今後の計画ですが、インターネットからだけではなく、電話やファクスからの発注受け付

けに対応するため、みやま横丁の掲載商品のパンフレットやチラシを作成してサービス利用

者に配布する予定でございます。また、あわせてみやま横丁全体の利用促進ということで、

商工会と協議を行い、電気契約者以外の一般市民の方でも利用できるよう、枠組みの構築を

検討していくことにいたしております。 

 次に、２点目の高齢者からの要望が多い乗り合いタクシーについてでございますが、御案

内のとおり、本年３月よりコミュニティバスの運行を開始し、６カ月が経過いたしました。 

 議員の皆様や区長の皆様におかれましては、コミュニティバス運行における地域の皆様の

御意見等に関する意見書の提出に御協力をいただきまして、まことにありがとうございまし

た。 

 取りまとめた御意見・御要望に関しましては、来月開催予定の地域公共交通会議において

報告、協議をさせていただく予定といたしております。会議の結果につきましては、議員の

皆様に御報告させていただくほか、本市ホームページでもお知らせする予定でございます。 

 奥薗議員さんの乗り合いタクシーなどの協議を行う余地があるのかとの御質問でございま

すが、みやま市地域公共交通網形成計画の施策を推進していく上で、市民の移動需要を支え
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る取り組みの選択肢の一つとして考えられるものと認識いたしております。 

 近隣市におきましても、乗り合いタクシーを導入し、地域公共交通機関の一翼を担ってい

る自治体もございます。しかしながら、市内の鉄道、路線バス、コミュニティバス、タク

シーといった各公共機関はそれぞれ役割が位置づけられており、各集落と各拠点とを結び

ネットワークを構築していることから、同じ運行エリアにおいて複数の移動サービスを確保、

維持することは大変困難であります。 

 本市といたしましては、乗り合いタクシーなどのデマンド交通を導入することによって民

業圧迫が懸念されることや、財政負担がコミュニティバスと比較して大きいことを考慮し、

誰でも乗れるコミュニティバスの運行を採用することといたしました。 

 コミュニティバスの運行につきましては、より使い勝手のよいバスになるよう、市民の皆

様の声を聞きながら利便性の向上に取り組んでまいりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

 次に、３点目の高齢者福祉としての買い物支援についてでございます。 

 議員御指摘のとおり、第２次みやま市地域福祉計画・みやま市地域福祉活動計画の住民意

識調査や、第７期みやま市介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画のニーズ調査でも、買

い物支援の充実が高齢者が安心して暮らしていくために必要であるとの結果が出ております。 

 現在、本市では、自主的に免許証を返納した高齢者に対し、平成28年度より買い物を含め

た移動手段の支援として、みやま市高齢者運転免許証自主返納支援事業を開始しております。

平成29年度からは、対象者を80歳以上から70歳以上の方、また、健康上の理由により運転に

不安を感じる方に拡大し、年間30千円のタクシー利用券を２年間交付しております。また、

顔写真つきで本人確認やバス、タクシーの運賃割引等にも利用できる運転経歴証明書の取得

奨励金として1,100円の交付を行っております。申請に来られた方には、みやま市買い物お

たすけ帳の御案内や、民間のサービス紹介を行っております。みやま市買い物おたすけ帳パ

ンフレットは、後期高齢者被保険者証交付式の会場でも配布いたしております。 

 また、介護保険制度改正によって介護予防・日常生活支援総合事業が誕生し、住民が主体

となって行う助け合い活動や、さまざまな生活支援サービスを充実させ、地域づくりを進め

ていく仕組みが盛り込まれております。 

 本市では、介護保険事業の通所型介護予防サービスとして、要支援１・２の認定を受けた

方や、65歳以上で基本チェックリストに該当される方を対象に、「元気が出る学校」や「元
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気クラブ」を実施しております。 

 平成29年度には、みやま市商工会と連携して試行的に買い物プログラムを取り入れた「ま

ちなかさるく元気クラブ」を取り組みましたが、現在は、介護予防プログラムに認知機能訓

練と歩行訓練の目的で、送迎時のお買い物を取り入れて実施いたしております。 

 今後、本市では、ひとり暮らしや高齢者のみ世帯の増加に伴い、買い物支援を初め、生活

支援の必要性が増加すると予想されます。その対応の一つとして、地域コミュニティーの活

性化を図るという目的で、「助け合いのまちづくりフォーラム」を開催しております。地域

ごとのグループワークでは、地域でできる助け合いの方法や、あると助かるサービスなどを

話し合っております。 

 改正された介護保険法では、新しい総合事業として、介護事業者やＮＰＯ法人などが高齢

者を自宅から病院や介護施設、スーパーなどへ車で送迎するサービスを取り組むことができ

るとされております。 

 今後は、ニーズを的確に把握しながら実施に向けて検討してまいりたいと考えております。

御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 では、具体的項目ごとにまた質問させていただきます。 

 買い物弱者支援の現状についてでございますが、先ほどの御答弁で、みやま市買い物おた

すけ帳を見て注文されたかどうかというのが不明ということで、数値的には現状ではあらわ

せないけど、実際に買い物おたすけ帳を見て来店した方とか、高齢者の弁当注文とかがふえ

ているという現状はあるということではあります。 

 数値として出ていないので、どれだけ効果が上がっているかというのは検証がなかなか難

しいところかとは思いますが、もちろん一定数利用している方がいるのは確かでしょうから、

そのあたりは商工会ともしっかりと連携をして、効果的な使い方ですね、事業者の拡充も含

めてでしょうけど、市民の方へ今後も利用したいなと思っていただけるような魅力的な内容

にするということも大事じゃないかなと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 江﨑商工観光課長。 
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○商工観光課長（江﨑秀樹君） 

 私のほうからお答えします。 

 議員おっしゃるとおり、みやま市買い物おたすけ帳、全戸配布をやったりしております。

数につきましては、商工会と連携をとりながら、掲載されている事業所には、もう一度、聞

き取り調査をしたいと考えております。今後、魅力あるおたすけ帳になるよう、商工会と協

議して取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、続きまして、先ほどのみやま横丁ですけど、みやま横丁に関しましても、先ほど言

いましたが、全員協議会も含めていろいろな場で利用者数の御報告など、売り上げも含めて

御報告をいただいておりましたので、大体の内容は聞いてはおりますが、ちょっと答弁の中

でもありましたが、商工会と協議を行って、電気契約者以外の方でも、一般市民の方でも利

用ができるような枠組みの構築を検討しているということで今御答弁ございましたけど、こ

れは多分、みやま市買い物おたすけ帳とはまた別の枠組みでされるんだろうとは思うんです

が、このあたりについて、教えていただける範囲で、ある程度内容がわかっていましたら教

えていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 古田エネルギー政策課長。 

○エネルギー政策課長（古田 稔君） 

 議員の先ほどの御質問にお答えしたいと思います。 

 みやまスマートエネルギーは、そもそも地域課題の解決ということで、今現在、電気加入

者だけを限定しておりますけれども、やはり買い物弱者支援ということで、それ以外の方に

対しても対応できればということで検討しております。 

 ただ、やはり商工会と協議する中で、市の部局それぞれが商工会と話しているというふう

なところですので、先ほどの買い物おたすけ帳とかの件もありますので、その辺のところと

調整を図りながらやっていければということで協議を進めていきたいと思っております。 



- 106 - 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 ぜひ商工会、みやまスマートエネルギー、また、エネルギー政策課、商工観光課、各関係

部署、部署ごとにするのではなくて、先ほどもおっしゃったように、しっかりと連携をとり

ながら、市民の方にとってよりよい形になるようにこれからも検討を進めていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、２点目の高齢者からの要望が多い乗り合いタクシーについてですが、事前に

お話を伺ったときにもお聞きはしていたんですが、同じ運行エリアにおいて複数の移動サー

ビスを並行して走らせるということは、法律上でもちょっと無理だということは聞いてはお

りましたが、コミュニティバスを今後も運行する方針ということも重々知ってはおりますが、

やはりコミュニティバスだけでは、なかなか市民の皆様、特に高齢者の方の御要望にしっか

りとお応えできていないのが現状かと思います。 

 コミュニティバスにつきましては、先ほども意見の取りまとめも含めましていろいろやっ

ていただいているようですが、やはり高齢者の方から乗り合いタクシーとか、そういった足

があるといいなというお声が多いということもしっかりと執行部のほうでも認識していただ

きたいなと思いますが、そのあたりについて御答弁お願いしてよろしいでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 堤企画振興課長。 

○企画振興課長（堤 則勝君） 

 お答えいたします。 

 今、奥薗議員さん言われましたように、高齢者の方にとって、そういった移動手段の足と

いうのは非常に重要なことだとは認識しております。 

 答弁の中にもありましたように、現段階ではコミュニティバスを走らせて、それを向上さ

せながら、少しでも市民の皆様にとって利用しやすいようなバスにしていきたいというふう

に考えているところです。その点、御理解いただきたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 
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○１番（奥薗由美子君） 

 では、今後の利便性の向上も含めて、しっかりとまた見守っていきたいと思います。 

 ３点目の高齢者福祉としての買い物支援についてですが、先ほど、みやま市高齢者運転免

許証自主返納事業の御紹介などもございましたけど、実際、制度前にも運転免許証を返した

方、また、運転免許証そのものを持っていらっしゃらない方については、もちろんこの制度

の対象外になりますし、いろいろ買い物おたすけ帳なども後期高齢者被保険証交付式の会場

とかでも配っていただいているということではございますが、やはりなかなかそれだけでは

高齢者の皆様の要望にお応えできていないのが現状ではないかと考えます。 

 先ほど答弁の中で、介護予防プログラムで認知機能訓練と歩行訓練の目的で送迎時のお買

い物を取り入れたプログラムを実施しているということでございますが、もう少しどういっ

たプログラムなのか教えていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 古賀介護支援課長兼地域包括支援センター長。 

○介護支援課長兼地域包括支援センター長（古賀富美子君） 

 介護予防の意味合いを込めまして、元気が出る学校や元気クラブを開催しております。こ

れは、通所型の介護予防教室でございまして、元気が出る学校は短期集中で週に１回、全16

回の取り組みになっております。元気クラブにつきましては、元気が出る学校を卒業された

方々で足腰に不安のある方などが運動や認知症の予防に取り組むために出席される予防教室

でございまして、このプログラムの中に、お買い物支援ということではございませんけれど

も、帰りにスーパーなどに寄って、お買い物をされるのを後から補助的に人がついていきま

して、お買い物をされる様子を認知機能の向上の面を含めまして支援していくようなプログ

ラムを取り入れているということでございます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 買い物支援というよりは、どちらかというと介護予防プログラムとして行っているという

ことでございますが、買い物をする機会がなかなかない方にとっては非常にいいプログラム

だと思いますので、今後もぜひ続いていただければと思います。 
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 次に、答弁の中でもございましたけど、助け合いのまちづくりフォーラムというのが開催

されて、地域ごとの課題を、地域でできる助け合いの方法とか、あると助かるサービスなど

の話し合いも行ってあるということですが、具体的に、何か現在それによって出てきた課題

で地域課題の解決に取り組んでいることとかございましたら、教えていただけますでしょう

か。 

○議長（牛嶋利三君） 

 古賀介護支援課長兼地域包括支援センター長。 

○介護支援課長兼地域包括支援センター長（古賀富美子君） 

 助け合いのまちづくりフォーラムにつきましては、ことし２月に第１回目を開催しまして、

平成30年度は４回の開催を予定しております。 

 その中で、まず、自分の地域にはこんないいところがあるとか、反対にこういう困ったと

ころがあるなどの御意見とか、私たちは地域でこんな活動をしていますよとか、また、こん

な支え合いがあったらいいなというような意見を、地域ごとのグループワークで情報の共有

や意見交換を行っております。 

 その中から、買い物支援をやってみようかなという地域とか、事業所のバスを介護事業所

の方が貸すことができますよとか、また、うちの地域は週１回集まって活動していますよと

いうような御意見も出てきております。その中には、もちろん移動販売があったらいいなと

か、買い物支援についての御意見も多くいただいているところです。 

 今までの具体的に取り組んであるところというのは、お買い物支援について、渡瀬地区の

ほうで地元の企業と連携をしまして、１日のプログラムを組まれて、いきいきサロンが中心

となって活動をしてあるというのが事例としてはございます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 さまざまな地域課題を話し合っていただく中で、もちろん優先順位はあるかと思いますが、

そういった形で買い物支援だけでもいろいろと御意見、また、協力してもいいという事業所

さんが出てきているというお話を今お聞きいたしまして、非常に今後の展開に期待するとこ

ろでございますので、こちらの話し合いについても今後しっかりと話し合いをしていただき
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たいと思います。 

 答弁書の中でもありましたけど、改正された介護保険法で新しい総合事業として介護事業

者とかＮＰＯ法人が高齢者を自宅から病院や介護施設、スーパーなどへ車で送迎するサービ

スを取り組むことができるということで御答弁いただいておりますが、本当にそういった地

域の身近な困っている方のお声をしっかりと市のほうでも酌み取っていただきまして、しっ

かりと検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 古賀介護支援課長兼地域包括支援センター長。 

○介護支援課長兼地域包括支援センター長（古賀富美子君） 

 今後は、高齢者の生活支援体制の整備を図るためにも、助け合いのまちづくりフォーラム

は継続して、また、充実させてまいりたいと考えております。 

 その中で出されたニーズや意見を十分に把握して、商工会とか、事業所とか、企業、スー

パーなどと連携をしまして、今後、介護保険制度の移動支援サービスも取り入れて活用をし

ながら、助け合いのサービスを充実させていきたいと考えております。よろしくお願いしま

す。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 ありがとうございます。今、非常に前向きな御答弁をいただけたと思います。 

 やはり買い物につきましては、必ず必要なものでございますし、高齢者の方にとっては特

に不便を感じていらっしゃる部分でございますので、今後もしっかりと取り組んでいただく

ことを希望いたしまして、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（牛嶋利三君） 

 続きまして、４番末吉達二郎君、一般質問を行ってください。 

○４番（末吉達二郎君）（登壇） 

 改めまして、こんにちは。４番議員、末吉達二郎です。議長の許可がありましたので、一

般質問を行います。 

 市が委託し、一般社団法人みやま放課後児童クラブが受託して運営されている放課後児童

クラブについて質問します。 



- 110 - 

 小学生低学年が学校で過ごす時間は年間で約1,200時間、一方で、放課後、夏休み等の長

期の休みを過ごす時間は約1,600時間と長い時間です。保護者が安心して働ける環境を確保

すると同時に、子供が豊かな放課後を過ごせることが重要です。 

 そこで、今回は放課後児童クラブで過ごす児童と、入所基準に該当せず入所できない児童

の放課後の過ごし方の２つの視点で一般質問を行います。 

 具体的事項１では、児童クラブの運営に当たり、社団法人、子ども子育て課、学校、教育

委員会がどのような連携をとり運営されているかについてお尋ねします。 

 みやま市まち・ひと・しごと総合戦略の中で、若者の流出に歯どめをかけるために、結婚、

出産、子育てなど若い世代が安心して暮らしていけるまちに取り組む市の重要施策として放

課後児童クラブが掲げられています。 

 放課後児童クラブで生活する子供たちには、いろいろな性格、また、多様性を持った児童

がいると思います。そのような集団の中では、子供同士のトラブルや、特徴ある子供のため

児童クラブだけでは解決できないこともあると思います。このような場合、それぞれの機関

がどのように対応し、連携されているかについて答弁を求めます。 

 具体的事項２、市と一般社団法人みやま放課後児童クラブが契約している放課後健全育成

事業業務委託契約書に掲げる業務委託内容と保護者のニーズにずれはないか。保護者のニー

ズが少し重たい場合のフォロー体制、また、待機児童が発生していると聞きますが、これら

のことについて答弁を求めます。 

 具体的事項３、放課後児童に対する教育委員会の基本的な考え方についてお尋ねします。 

 先ほど述べたとおり、年間を通せば学校にいる時間は放課後の時間が長い。みやま市にお

いては、平成30年度現在、みやま市小学校児童数は1,762名、その中で467名、約３割の児童

が放課後児童クラブに入所しています。それに対して、入所していない７割の放課後の過ご

し方について教育委員会は把握しているのか。 

 みやま市の放課後児童クラブは小学校に設置されています。小学校グラウンド等は児童の

遊び場の中心であります。児童クラブに入所した場合、保護者は一定の額を負担しますが、

市費も相当の額が投入されています。小学校グラウンドで遊んでいる児童の集団は、支援員

の保護下にある者とそうでない者が混在する状況となっています。福祉施策の放課後児童ク

ラブとはいえ、市民は不公平感を抱くのではないかと思います。 

 最近、不審者情報も多数あると聞いています。市は全ての子供たちの安心・安全に対して
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最大限配慮すべきと判断しますが、答弁を求めます。 

 具体的事項４、京都府舞鶴市に放課後児童クラブ運営状況を目的に議員視察に行きました。

当該市においては、クラブの意義・役割、主要な視点、重点課題、課題解決の方向性を体系

的にまとめてあり、これらに係る機関が共通の課題として共有し、今後展開するようになっ

ています。みやま市においても、具体的事項３の課題を含んだ指針を作成されるべきと思い

ます。答弁を求めます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君）（登壇） 

 それでは、末吉議員さんの放課後児童クラブについての御質問につきまして、１点目、２

点目、４点目の市長部局の分についてお答えいたします。 

 まず１点目の、児童クラブ運営に当たり、社団法人、子ども子育て課、学校、教育委員会

のかかわりについてでございますが、放課後児童クラブは、放課後児童健全育成事業として、

児童福祉法の規定に基づき、就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している

児童に対し、放課後に適切な遊び場や生活の場を提供することにより児童の健全な育成を図

る事業と定められております。 

 本市では、一般社団法人放課後児童クラブに業務を委託し、実施いたしておりますが、事

業を遂行するためには、関係機関との連携を図ることにより、あらゆる課題等に対応するた

めの体制づくりが必要です。現在は年に１回、社団法人、子ども子育て課、学校、教育委員

会による会議を開催しております。内容としましては、放課後児童クラブ施設の修繕等の管

理、学校施設の借用、緊急時の対応等について確認を行っております。 

 また、個別事案等協議が必要な場合は、その都度関係機関による協議を行っているところ

でございます。 

 次に、２点目の市が社団法人と委託している業務内容と保護者の意識とにずれはないかに

ついてでございますが、放課後児童クラブの概要につきましては、入所申込書や広報誌、

ホームページ等でお知らせをしているところですが、配布している資料の中には、詳細な説

明等が記載されていないのが現状です。 

 放課後児童クラブの円滑な運営につきましては、保護者の理解、協力が不可欠です。そこ

で、平成31年度入所申込書には、目的、留意点、運営指針等を具体的に明記することにより、
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保護者の理解を得ながら、信頼関係を築いていけるよう努めてまいりたいと考えております。 

 事業の委託内容のチェックにつきましては、年度終了後に、社団法人からの事業報告書に

よる確認と、定期的に実地調査を行っております。今後は、その中で、具体的な事業の内容

についても、随時社団法人と確認しながら進めていきたいと考えています。 

 保護者のニーズに対するフォローにつきましては、放課後児童クラブの運営の中で、保護

者との連絡、保護者からの相談への対応、保護者との連携が行われることにより信頼関係を

築いていけるよう、社団法人と十分な協議を行っていきたいと思います。 

 ４月１日現在の放課後児童クラブの入所児童数は476名です。また、近年、放課後児童ク

ラブの入所希望者が増加傾向にあり、待機児童も発生している状況でございます。今後は待

機児童解消に向け、必要に応じて施設整備等も進めていきたいと考えております。 

 次に、４点目の放課後児童クラブの意義・役割を再評価するべきではないかでございます

が、現段階では、クラブの意義・役割、主要な視点、重要課題、課題解決の方向性を体系的

にまとめたものの作成には至っておりませんが、今回いただいた視察資料も参考にさせてい

ただき、また、平成31年度には、第２期みやま市子ども・子育て支援事業計画を策定する予

定になっておりますので、その中でも関係機関と連携しながら課題整理を行い、方向性を検

討していきたいと考えております。 

 今後、共働き家庭等の増加に伴う利用ニーズの拡大により利用者数も増加すると考えられ

ますが、関係機関での協議の充実を図りながら課題の把握、解決の方向性を見出し、子供た

ちのための安全で安定した遊びや生活の場を確保し、健全な育成に努めていくことが必要と

考えているところでございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 井上教育長職務代理者。 

○教育長職務代理者（井上正明君）（登壇） 

 続きまして、教育部局に関する部分につきまして、私のほうから答弁をさせていただきま

す。 

 初めに、１点目の児童クラブ運営に当たり、社団法人、子ども子育て課、学校、教育委員

会のかかわりについてでございます。 

 教育委員会のかかわりといたしましては、先ほど市長職務代理者の答弁でもございました

が、現在は１年に１回、社団法人、子ども子育て課、学校、教育委員会による会議を開催し、
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運営上の課題について協議し、確認を行っているところでございます。 

 また、学校の窓口となる先生と放課後児童クラブの窓口となる指導員の方を中心として、

子供の対応策についての情報交換の場を設けております。しかし、学校ごとに開催の頻度や

連携・対応の内容に違いがあることから、より充実した場とするための協議も必要だと考え

ております。 

 次に、３点目の放課後児童に対する教育委員会の基本的な考え方はについてでございます。 

 まず、放課後や休業日などの学校活動以外での児童に関しましては、基本的に各家庭保護

者等の保護管理下にあるものと考えております。 

 学校では、放課後児童クラブに入所していない児童に対しましては、授業が終了した後は、

まず、真っすぐに家に帰ること、その後、安全に気をつけて過ごすよう指導を行うとともに、

全ての保護者へも安全な放課後の過ごし方について十分配慮をいただくようお願いをしてい

るところでございます。 

 また、放課後や休業日の児童の過ごし方につきましては、それぞれの児童ごとに、児童ク

ラブに入所して活動をしたり、好きなスポーツクラブや習い事、また、各家庭での勉強や仕

事の手伝い、遊びなど、さまざまな過ごし方をしていると考えられますが、現状として児童

一人一人を詳しく把握しているわけではございません。また、末吉議員御指摘の、放課後児

童クラブに入所している児童とそうでない児童が運動場で一緒に過ごしている状況や、その

課題の把握についても同様でございます。 

 教育委員会としましては、今後、児童の福祉や教育など子供に関係する部署を初め、学校、

放課後児童クラブともさらに連携を深めながら、放課後児童につきましても協議を行うとと

もに、さまざまな面から全ての子供たちの支援について検討していく必要があると考えてお

ります。 

 あわせまして、放課後や休業中においても、引き続き児童が安全・安心に過ごせるよう、

家庭や地域の協力を得ながら進めてまいります。 

 次に、４点目の放課後児童クラブの意義・役割を再評価すべきではないかでございますが、

先ほど市長職務代理者答弁にありましたように、平成31年度には第２期みやま市子ども・子

育て支援事業計画が策定される予定で、その中でも、関係機関での協議を深め、課題整理を

行い、方向性が検討される予定でございます。 

 教育委員会といたしましても、関係機関の一員として、さらに連携を図り、全ての子供た
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ちが安全・安心に暮らせるよう取り組んでいく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 答弁ありがとうございました。丁寧な答弁でしたが、言ってあるのは、前向きに捉えると

いうようなニュアンスは十分受け取りましたが、具体的に方向性というのが、あんまり私自

身、問題意識とちょっとずれがあるような点もありますので、具体的に質問していきたいと

思います。 

 具体的事項１点目と２点目は密接な関係がありますから、一緒に質問させていただきます。 

 市長職務代理者の答弁によりますと、放課後児童クラブは、放課後健全育成事業として保

護者が就労等により昼間に家庭にいない児童に対し、放課後に適切な遊びの場や生活の場を

提供することにより、健全な育成を図る事業であると説明されました。 

 それで、お尋ねしますが、児童クラブには大きなクラブ、小規模なクラブがあると思いま

すが、集団が形成された場合、いろんな事案が発生すると思います。これはもう多分、十分

熟読されていると思いますが、児童家庭局より放課後児童クラブ運営指針というものが発せ

られています。この指針によれば、本市の場合は民間委託としていることから、市の子ども

子育て支援課、一般社団法人みやま放課後児童クラブ、それと教育委員会、学校が十分な連

携を図っていかなければならないはずです。 

 それで、あくまでも例えばの話なんですけど、児童クラブの中でいじめのような問題が発

生した場合の処理は、これは当然委託を受けている一般社団法人が現場の方で一時的に処理、

指導を行っていく問題であるが、私もＰＴＡとか長くかかわっておるから、いろんな副次的

な問題が連鎖的に出てくるんですよね。そういうときに頼りになるのは、児童クラブの場合

は教育委員会、学校、子ども子育て課と思います。そういう中で、この連携というのはうま

くいっているのか。担当課長さんでもいいです、部長でもいいけど、それぞれ、これでいく

と年に１回ぐらい協議をやって、その都度、問題があったときはやっていますというような

ことですけど、そこら辺もう少し具体的に聞かせてください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松藤子ども子育て課長。 
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○子ども子育て課長（松藤典子君） 

 お答えいたします。 

 先ほど１年に１回、関係機関で会議を行っているというふうに答弁の中で申し上げました

が、現状では関係機関との連携というものが十分にできているとは言えないところもあるか

と認識いたしております。ただ、今後は児童クラブの中で発生した問題ですとか課題につい

ては、クラブのほうより私たち所管の子ども子育て課のほうに上げていただきまして、学校、

教育委員会、また、子ども子育て課、そして、社団法人のほうで十分協議をしながら対応し

ていきたいと考えているところでございます。 

 また、課題が発生した場合に、１年に１回に限らずその都度協議を行う場合もございます

けれども、やはり児童を安全に安心した場という状況で支援員さんのほうはお預かりし、ク

ラブの運営を行っていただいておりますので、そこについては、何かございましたら、全体

の会議はもちろんですけれども、例えば、クラブと私、子ども子育て課のほうでの十分な協

議等を行い、必要に応じて全体会議のほうに上げていくというようなことも今後行っていく

ことで考えていきたいと思っております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 

 いじめ、それから、子供のトラブルに関する御質問でございますけれども、まず、基本的

な考え方としまして、児童・生徒のいじめ、それから、トラブル、これにつきましては、ま

ず、どの子にも起こり得るものとして、子供たちを取り巻く大人一人一人がいじめに対して

は絶対許されないということを、まず、そういった認識を持つことが大事だというふうに考

えているところでございます。 

 そこで、いじめ、それからトラブルにつきまして、発生した場所が学校や地域、それから

また、先ほどから言われております放課後児童クラブ内など、どこであろうとも、その児童

が在籍する学校や我々教育委員会は当然、早期発見、早期対応をするべきというふうに考え

ているところでございます。 

 また、そのためには常日ごろから学校と児童クラブは常に連携や情報を共有することが大

切でございますし、また、そういった事案の拡大化、こじれ等を防止するためにも、そう

いった早期発見が必要かと思います。 
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 また、例えば、そういったことが発生した場合につきましては、当然、現場の学校、それ

から、児童クラブだけではなくて、先ほど福祉のほうからもありましたように、保健福祉部、

それから我々教育委員会も一緒になって、その解決に向けて取り組んでいく必要があると考

えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 非常に前向きに進んだ答弁をいただいて、多分、私、正直に答弁書に書いておる、今まで

うまくできていなかったという前提のもとでされて書いてあるんだろうと、私は善意に解釈

しております。また、それが本当の気持ちじゃないかと思います。 

 要するに、いじめに限らず何かの問題にかかわることを３人ぐらいで、そこに全然違う指

導、児童クラブは児童クラブ、子ども子育て課が直接乗ることはない、学校、教育委員会、

これは違うことで対応したって子供は戸惑うだけなんですよね。そこに一体性を持ってやっ

ていかないかんという視点でやっていただきたいということです。これは、一番苦労されて

いるのは現場の指導員と補助員と思いますよ。現場で発生してどこに相談するか、児童クラ

ブは全部学校にありますよね。そことの情報を共有したいとか言ったって、なかなかできて

いなかったと思うんですよね。その反省が答弁書の中にあると思うんです。 

 要するに、行政、教育委員会、どちらかというと力関係では上なんですよね。やっぱり強

い者が弱い者に寄り添うことによって、その組織の目的というものは大いに発揮していくと

思うんですよね。そこら辺について、特に学校の先生としてもされておった教育長職務代理

者の御意見は、例えば、学校長の会議なんかでも話をしていただかないかんと思います。そ

ういうところを含めて、今後の決意も含めて、この連携について答弁ください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 井上教育長職務代理者。 

○教育長職務代理者（井上正明君） 

 先ほど野田教育部長が申し上げましたように、学校の子供たちが抱えている問題について

は、最終的にはやっぱり学校がきちっと対応していくべきだろうというふうに考えておりま

す。連携、連携と言いながら、ともすればあそこがやるだろう、ここがやるだろうじゃなく
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て、子供が在籍している学校が最終的に責任を持って対応していくべきだろうと。そして、

その対応すべき課題に向かっては、教育委員会が適切な指導をしていくべきだろうというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 今、非常に大事なことを言われたと思います。そういう気持ちで学校現場もやっている、

ということは、校長先生が筆頭になって、そういう姿勢を児童クラブには主任の方たちもお

られると思うから、常日ごろからそういう気持ちを寄り添っていったらうまくいくんじゃな

いかと思いますので、教育長職務代理者は小学校の校長会とかあると思います。そのときに、

いま一度今のような訓話みたいなのをしてもらいたいんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 井上教育長職務代理者。 

○教育長職務代理者（井上正明君） 

 ぜひ時間をとってやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 それで、これはもう決意を表明してもらったからいいんですけど、これは行政のほうに聞

きますけど、今まで児童クラブの中の危機管理マニュアル的なものはあるんですか。児童ク

ラブとして、それが当然ながら現場のほうの児童クラブに行っておると思うからですね。何

でもあるじゃないですか、防災でも一緒、マニュアル的にこうこうしていかないかんとか、

そういうものです。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松藤子ども子育て課長。 

○子ども子育て課長（松藤典子君） 

 緊急の場合の連絡といいますか、連携のとり方については、一応４者、学校と放課後児童
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クラブと子ども子育て課、それと、教育委員会のほうで取り決めは行っております。（「文

書があるんですね」と呼ぶ者あり）はい、図式化してうちのほうで作成しております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 そういうものが用意されておるなら、それを肉づけしてやっていただきたいと思います。 

 それと、あと一つは、やっぱりこれは行政全て市長のトップの判断、特に教育委員会の改

正もあって、市長の関与が大きいと。そういうことで、いわゆる取りまとめをするトップが

１人じゃないと、それが全部に行き渡らないわけですよね。そいけん、今後は組織的な見直

しもするという──組織じゃない、教法書をつくっていくということですから、そこら辺の

調整機能を持ったトップ的なものをつくるとか、そういうことの検討もしてもらいたいんで

すけど、松尾保健福祉部長、どうですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松尾保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松尾 博君） 

 教育委員会と教育部のほうと保健福祉部の連携という意味でも、この放課後児童クラブに

こういったいろんなトラブルがあった場合の対応を含めてマニュアル化するというのはあり

ますけれども、その中で、どういった体制で、どこの部署がどういった責任を持って、どう

いった役割を果たしていくと、そういった部分もきちんと協議をしまして、明確にさせてい

きたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 いわゆるいじめ等の問題発生、そういうのが発生した場合の対応については、４者が強力

に連携をして今後当たっていくということを行政のほうも教育委員会のほうも言っていただ

いたので、それを十分見詰めていきたいと思います。私の総合的な提案は４番でしますので、

そのときに話させていただきます。 

 そして、保護者等のニーズの意識の差ですね、これは、なぜこれをお尋ねするかというと、
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私は文教厚生常任委員会の委員になりまして、初めて総会に出たんですよね。そのときに、

正しい真っ当な意見を言ってある保護者の方がほとんどですけど、これは児童クラブのほう

に尋ねることじゃないやないかと、前面に出るのは子ども子育て課じゃないか、市じゃない

かというような事案があったのでお尋ねしたわけです。それについては、今後、募集要項な

んかにきちっと書くということですけど、ああいう総会の場で出た場合は、やっぱりそれを

委託している側のほうも発言するべきじゃないかと思いますけど、松尾保健福祉部長、どう

思いますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松尾保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松尾 博君） 

 今年度行われました放課後児童クラブの社団法人の総会がございまして、この中で保護者

の方からいろんな意見が出されたわけでございます。このことについてなんですけれども、

私も初めて出席させていただいたんですけれども、その中で出た意見をお伺いしております

と、保護者の方の御意見、それから要望については、非常に多様化しているのではないかな

というふうな印象を受けたところでございます。 

 そこで、そういった要望でありますとか、そういった部分を保護者の方からよく話を聞く

という部分がまずは大事だというふうに思っていますので、その上で簡単に対応できるもの

もあれば、重たいようなニーズもあるかと思います。それで、そういった部分につきまして

は、その内容に応じて、私ども担当課のほう、市のほうと十分協議して、中には施設の改善

でありますとか、そういった部分も多々あるようでございますので、そういった部分は市の

ほうの管轄として対応してまいりたいというふうに思っておりますので、それも含めて社団

法人のほうと十分連携しながら、今後進めていきたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 私はこの放課後児童クラブ及び放課後児童の対処については、ことしを元年のような気持

ちで捉えていって、今までのことについていろいろ言うつもりはないです、他市に負けない

ようにしてもらいたいという気持ちが、前向きな答弁してもらってありがとうございました。 
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 私がさっき言ったのは、保護者会で質問されたとき、社団法人だけじゃ対応できない質問

に、見よって対応されておる先生が大変やなという気がしたんですよ、名前は言いませんけ

どですね。やっぱりああいうところも事前に協議して、行政のほうも、例えば、施設面とか

言われたってどうしようもないでしょう。しますとか、できませんとか、そういうことは言

えないし、そういうところで総会のフォロー体制もつくるべきじゃないかと思うけど、部長

答えていただいて、現場を一番知ってあるかもしれんから、松藤子ども子育て課長どうです

か。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松藤子ども子育て課長。 

○子ども子育て課長（松藤典子君） 

 議員おっしゃるとおり、施設整備等に関しましては、こちら、市のほうできちんと整備を

していく必要があるかと思っております。放課後児童クラブ、社団法人のほうでそれぞれの

クラブのそういった、例えば、修理が必要な箇所でしたりとか、工事が必要な箇所でしたり

とか、そういったところはそれぞれのクラブのほうからの情報が上がってきているかと思い

ますので、事前にこちらのほうにも情報をいただきまして、そういったところにつきまして

は、優先順位等も考えながら把握していきたいと思っております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 私も前向きに話していきますけど、今まで児童クラブ、一般社団法人から行政のほうに上

げても、なかなか太鼓が鳴らなかったというようなことも聞いております。これは事実かど

うかわかりませんけど、今度は松尾保健福祉部長と松藤子ども子育て課長がおられて、そこ

を響くようにしていくという答弁を今されましたから、前向きにしていただくようにお願い

します。 

 次に、小１の壁と、新１年生に係ることなんですが、これも指針なんかにも書いてありま

す。保育所から上がってくる１年生ですね、これ２つの問題があるわけですよ。１つは、小

１の壁と言いますけど、就労家庭の子供が保育園から小学校に上がる際、要するに保育所の

場合は長時間預かっていただけるわけですよね。それに対して、児童クラブになった場合は、

今現在は朝８時から６時半ですよね。だから、小学校１年生に上がることによって就労の形
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態が変わるとか、だから、共働きせないかんのにやめざるを得ないというような状況になっ

ております。 

 私ももう十分知っているんです。みやま市に関しては、他市より比べて朝早くからあけて

あるということも私は知っております。そういう努力をされておりますけど、これも今後、

広い視野で、すぐにということじゃなくて、小１の壁、ここら辺の問題について情報を共有

するということも含めて、新１年生の情報を児童クラブがいかにしてとるか、これは学校経

由でもいいわけです。そこら辺の連携、それと、小１の壁という問題について今後対応して

いくと。これはすぐはできないです、わかっております。だけど、やっぱり課題意識を持た

ないとできないから、どちらか答えてください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松藤子ども子育て課長。 

○子ども子育て課長（松藤典子君） 

 まず、保育所や学校等との情報共有という分についてでございますけれども、確かに保育

所と学校等との情報共有については必要と考えているところではありますが、何分保護者の

同意のもとで対応するということが大前提にございますので、今後の検討課題とさせていた

だきたいと思いますが、連携を進めていくためには、それぞれ担当部局との、そういった共

有ができるための連携による協力というのも非常に不可欠ではないかと思います。何分保護

者の方の同意というものがないと、やはりそこは厳しいところではありますので、今後そう

いったところをどうしていったらいいのかというのは検討課題とさせていただきたいと思い

ます。 

 もう一点、小１の壁の問題につきましても、恐らく開所時間の延長などというような問題

が出てくるのではないかと思っておりますが、現場を運営されている支援員さんを含め、ク

ラブのほうとも協議しながら、こちらも今後の検討課題ということでさせていただきたいと

思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 すぐ解決できることじゃないことはわかっていますけど、ちょっと課題として提言させて

もらっておきます。 
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 さっき言いよったバイブル的な放課後児童クラブ運営指針についてと。この中には、学校

を含めて、保育所を含めて情報の共有をしなさいと。そのためには、おっしゃったとおり、

保護者のほうの同意をまずとるという前提で、学校の場合、私が聞いた話によると、学校の

先生が教えられないというスタンス的なところもあるみたいなんですよね、児童クラブに対

しては。だけど、相手は１人なんですよね、子供なんですよ。何かやっぱり問題行動を起こ

す場合は、予兆は双方にあらわれると思うんですよね。だから、どうしたって児童クラブに

預けるばってん、学校の情報はできんという保護者の場合はできないけど、そこは学校のほ

うが本当に子供のことを思うなら、やっぱり要するに児童クラブというのは家庭の一環です

よね。家庭のかわりをその時間しておるわけですよ。そういうところは学校のほうでも十分

児童クラブの性格をお伝え願って、情報の共有をしたほうがいいですよ、子供のためですよ

というようなことをすべきじゃないかと思いますけど、教育長職務代理者、どう思いますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 井上教育長職務代理者。 

○教育長職務代理者（井上正明君） 

 先ほどから申し上げておりますように、子供が在籍している学校の責任のもとに、きちっ

と連携を図りながら、そのときに学校がリーダーシップをとりながら進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 子ども子育て課及び教育委員会も十分事の問題の本質について理解をいただいて、だから、

もう最後にその分で共有ということでいいますと、やっぱり教育委員会としては、学校が現

場だろうと思います。放課後児童クラブについては、子ども子育て課の最前線が各学校にあ

る児童クラブだろうと思います。そこに寄り添ってやっていかれることをお願いしておきま

す。 

 次に、待機児童がありますと書いてありますけど、大体何人ぐらいいるんですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松藤子ども子育て課長。 

○子ども子育て課長（松藤典子君） 
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 待機児童につきましては、現在、利用する基準はクリアされていても利用できなかった児

童という意味では、今、40名ほどの児童がいると把握しております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 その待機児童がおる主な理由ですね、それはどういうところから40名の待機児童が発生し

ているんですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松藤子ども子育て課長。 

○子ども子育て課長（松藤典子君） 

 まず、一つの要因といたしましては、現在、児童１人に対して面積が大体1.65平方メート

ル以上という国の規定がございます。一つは、やはり施設の規模、面積等の問題が大きいの

ではないかと考えております。あとは、支援員さんの体制の問題も含まれるかと思っており

ますが、施設整備に関しましては、先ほどから申し上げておりますとおり、うちのほうでま

た今後、検討していく部分も出てくるとは思っておりますが、支援員さんの体制の分につき

ましては、例えば、支援員さんの確保の問題であったりとか、あと、資質向上の取り組み等

必要になってくるかと思いますけれども、そういう分につきましては、また社団法人のほう

とお話をさせていただきながら、協力して一緒にやっていきたいと思っております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 基準に合って、入りたいけど入れないという、保育所がそういうもので非常に社会問題。

いずれまたこの問題というのは児童クラブも同じようになってくるから、先取りしてこうい

うものが発生しないよう、例えば、支援員の数の問題、その労働の対価の問題もあろうかと

思います、いろんな問題あると思います。あるいは学校の敷地がないとか、いろんな問題が

あると思いますけど、この点については、松尾健康福祉部長、しっかり待機児童が発生する

というのはよくないと私は思うので、待機児童という言葉が適切かどうかも私はわかってお

りません。だけど、そこら辺を総合的に勘案する、これは堤企画振興課長にぽっと突然振り

ますけど、総合戦略の中でもこれは取り上げてありますよね。そういう問題があります、そ
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いけん、それを含めて対応していただきたい、もう一言でいいです。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松尾保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松尾 博君） 

 待機児童の件は、やはり答弁の中にもありましたけれども、近年、だんだん入所希望者が

ふえてきているという状況にありますし、また、平成27年から高学年の受け入れも対象に

なってきているという状況がありますので、やはり建物の大きさとかが不足してきていると

いう状況がまずはあるかというふうに思っております。この分を十分見きわめながら、今後

対策を考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 ありがとうございます。前向き前向きに答えてもらい、あとは成果が伴えば拍手を後で送

りたいと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

 それで、第３項に入ります。 

 答弁では、具体的事項３、放課後については基本的には保護者の管理下に移行し、及び放

課後の児童一人一人の行動を詳しくは把握していないという答弁でしたけど、私が知ってお

る範囲内では、１学年を対象ですけど、学力テストで──学力テストやったかな、正式名称

は違うかもしれませんけど、放課後の活動状況というのを調査があっていると思うんですよ

ね。これは開示できるはずですから、大体どういう状況か、全体的な状況を、簡潔にいいで

す。それと、一番放課後の児童の遊びの多いのはどれなのか教えていただけませんか。誰か

担当の方、お願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 

 この件につきましては、屋形指導室長のほうからお答えをさせていただきますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 屋形指導室長。 
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○指導室長（屋形朋子君） 

 児童・生徒の放課後の過ごし方につきまして、議員の御指摘のとおり、全国学力・学習状

況調査の中に質問項目がございます。 

 質問内容は、「放課後に何をして過ごすことが多いですか」というような質問がございま

す。この放課後に何をして過ごすことが多いかの回答で、これは複数選択になっております

けれども、９つの選択肢があります。例えば、家で勉強や読書をしている、放課後児童クラ

ブに参加している、学習塾など学校や家以外の場所で勉強している、習い事をしているなど

の選択肢でございます。 

 みやま市の６年生の傾向としましては、全国または県の平均と比較して多く選択されてい

るものは、家で勉強や読書をしている、家族と過ごしているということが多くて、70％を超

えております。低いものにつきましては、放課後児童クラブに参加している、学習塾や学校

や家以外の場所で勉強しているとなっております。 

 しかし、この調査に関しては、６年生のみの調査結果となっておりますので、本市の児童

の全体的な統計となってはおりません。特に低学年で調査をするとしますと、スポーツや習

い事をしているというのは低くなり、放課後児童クラブに参加しているというのは当然高く

なる傾向にあると思います。いずれにしましても、全学年の調査は必要かと考えております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 今、屋形指導室長、家でテレビやＤＶＤを見ているというような質問項目が一番高くない

んですか。（「はい、そういうようなことも……」と呼ぶ者あり）今、ベストスリーの中で

２つは言われたけど、ベストワンが言われていなかったような気がするけど。言われたです

かね。（「言われた」と呼ぶ者あり）言われた。済みません、私の耳が悪いもので申しわけ

ないです。 

 それで、私が一番気になるのは、７割の子供が家にこもってテレビやＤＶＤを見たりゲー

ムをしたりという人が非常に多いというのは、放課後の児童の過ごし方、外でしっかり遊ん

でおって、児童クラブの生徒とこうこうなったりとか、そういうところをかなり予測して

おったんですけど、これは特徴的な、高学年だからと今、指導室長が言った部分が、今度は
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低学年になると、学童に行く割合も高くなろうけど、近所に遊びに行ったりとか、運動場に

遊びに行ったりというような者が出てくると思います。 

 これについて、私は教育長職務代理者が学校の中、子供というものは学校が基本的に見て

いくということを言われているので、同じ回答をしていただけると思うんですけど、要する

に、３割こうやって児童クラブには多額の資金が投入されるわけ、これは当然せにゃいかん

ことです。これを批判しているつもりは全然ないです。だけど、あと７割の子供に対しては、

さっきちょっと演壇で言いましたとおり、児童クラブは児童クラブの役割があるから、それ

以外のサービスはできないですよね。そのときに、学校としては放課後は家庭の責任ですよ

という、何かそういう答弁に聞こえてしまったから、そこら辺は、本意はそういうところ

じゃないと思いますので、誰か指導室長でもいいし、野田教育部長でもいいんですけど、お

答えください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 野田教育部長。 

○教育部長（野田圭一郎君） 

 放課後の児童につきましては、やはり教育委員会としても考えます。当然、福祉の面から

の政策とか教育の面からの政策等あるかと思います。 

 教育委員会としましては、特に社会教育課のほうがこういったところについての支援、

フォローをすべきというふうに考えておりますし、今現在にしましても、放課後につきまし

ては、アンビシャス広場の開催とか、また、各支館、公民館等においての子供たちを対象と

した、そういった教室とか事業が開催されておるところでございます。 

 ただ、懸念されるのは、なかなか平日に限って定期的に実施されている分がかなり少のう

ございますので、今後につきましては、そういったところの対策、フォローを検討していか

なければいけないんじゃないかというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 一つ大きな視点を持ってもらいたいのは、児童館ですね。これは松尾保健福祉部長もわ

かってあるように、児童福祉法の中で児童クラブがあるのと同じように、子供たちが元気に
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育つような施設をしなさいということで児童館という定義があるんですよね。そちらのほう、

児童クラブはもう喫緊の問題でされておるけど、７割の子供たちが対象になる児童館はみや

ま市にないんですよ。あるなら、後であるということで答えてください。 

 だから、そこら辺に視点を向けないと、私は児童館をつくってくれと言いよるわけじゃな

いです。いろんな多様な施策が出てくると思います。例えば、廃校を利用していろんなこと

をやっていくとか。 

 やっぱり私は社団法人から聞いたことがありますけど、子ども子育て課に苦情に来らっ

しゃればいいんだけど、何となく一般の方は、一般社団法人が経営しているけん、何で児童

クラブだけ金を使わないかんとかと、ほかの子供たちの金はないやないかという苦情もある

わけですよね。それで、そこは最前線で頑張っておられるわけですよ。 

 そいけん、そこら辺も私自身も思うわけですよ。７割は通っていないわけです。需要は多

くなるから、これが６・４になったりとかするかもしれませんけど、そういう、他市にある

んですよ、八女市、筑後市、柳川市も児童館は全部あります。そういうものをまた新たにつ

くれということじゃなくて、それはいろんな工夫でできると思いますから、そういうところ

も松尾保健福祉部長、考えていただきたいけど、どうですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松尾保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松尾 博君） 

 御指摘のとおり、今、みやま市には児童館というものはございません。放課後の子供たち

がどういうふうな場所で安全に過ごすのかという部分は、教育部のほうと保健福祉部のほう

と十分これから協議する必要があると思いますが、あとはもう一つ、地域、それから、家庭

ですね、そういったところとの状況も含めて考えていかなければいけない課題じゃないかな

というふうに思っております。 

 今後、来年度に子ども・子育て支援事業計画の第２次計画を策定予定でございますので、

その中でも教育部のほうとも十分調整しながら、そういった課題に向けた計画なり、そう

いった部分を検討していきたいというふうに思っているところです。 

 児童館については、今後の検討課題ということでさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 よろしくお願いしておきます。 

 最後に具体的事項４について言いますけど、今、平成31年に策定実施ということなのか。

何でこれを聞くかというと、喫緊の課題として、もう課題が見えておるわけですよね。それ

に対症療法をしていかないかんから、その中で制度的にはやりますけど、喫緊の課題は喫緊

の課題としてやっていきますということだけは確認しておきたいので、お答え願います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松尾保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松尾 博君） 

 今御指摘のとおり、長期的な課題と喫緊の課題とあると思いますので、喫緊の課題につい

ては、すぐにでも対策するような会議をもって対応したいと思います。長期的な課題につい

ては、そういったふうに計画性を持って対応すべきと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 教育委員会も同じ考えでいいですね。「うん」なら「うん」と。（発言する者あり）「う

ん」ですね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 「うん」でよかっですか。 

○４番（末吉達二郎君）続 

 「はい」で結構です。もうよろしいです。時間も詰まっておりますので。 

 それで、これはきょう１番で野田議員が言われた定住促進、これを図る上で、やっぱり子

育て世帯を逆輸入してここに住んでもらうと、そういうすばらしい施策も人口減の対策なん

ですよ。そういう視点を持ってもらいたいわけです。だからこそ、まち・ひと・しごと創生

総合戦略の定住促進の中にいっぱいこれは書いてあるんですよ。その点を堤企画振興課長の

ほうにお尋ねします。 

○議長（牛嶋利三君） 



- 129 - 

 堤企画振興課長。 

○企画振興課長（堤 則勝君） 

 お答えいたします。 

 先ほど議員さん言われましたように、まち・ひと・しごと創生総合戦略では、結婚、出産、

子育てなどの若い世代が安心して暮らせていけるようなまちの創出を目指すということを目

標の一つに掲げているところです。 

 先ほどからありますように、子育て支援の具体的な施策の一つとして放課後児童クラブの

充実を掲げているところです。それに取り組んで学童保育の円滑な運営を推進することとし

ております。そういった放課後児童クラブの充実を初め、各子育て支援事業については、若

い世代の定住促進に非常に重要な取り組みと位置づけておるところです。 

 企画振興課としましても、今後も子ども子育て課を初めとして関係部署と連携をして、若

い世代の定住促進に向けて努めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 企画振興課のほうからも一緒に取り組んでいきたいということだから、十分話して進めて

ください。 

 最後は、懐、財政的な部分、これが一番肝要ですので、木村財政課長に尋ねたいんですけ

ど、こういう施策をやると財源が必要ですよね。私が思うのは、平成27年度20,000千円だっ

たふるさと納税が平成28年に６倍になり、そして、平成29年も一定額を取ってあるふるさと

納税、真水として約１億円ぐらいあると思います。そういう財源を使って、要するに他市よ

り光るみやま市にならんと、定住促進、子育て施策ちはいかないと思うんですよ。そういう

ところを考えて、財政課長の答弁をお願いします。特に、ふるさと納税で何か使ってあるか、

子育て関係ですね、そこも含めてお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 木村財政課長。 

○財政課長（木村勝幸君） 

 ふるさと納税につきましては、本年度から事業のほうに、今まではそれぞれの基金に積み
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立てるという形をとっていたんですけれども、本年度から事業の直接の財源として充てるよ

うにしておりますが、おっしゃるような学童期の子育て支援といいますか、そういった部分

に直接充てている事業は、ことしに限ってはまだないというふうな状況ではございます。 

 ただ、おっしゃるとおり、きょうも数人の議員の皆様から人口減少対策は非常に喫緊の課

題だということで指摘を受けましたし、議員おっしゃるように、学童期のこういった子育て

支援策というのはやはり重要なものだというふうに思いますので、非常に財政的には厳しい

状況もありますが、こういったふるさと納税、実は、ふるさと納税も約４割近くは教育文化

の振興に使ってくださいとか、健康福祉の充実に使ってくださいという意思を示されて寄附

をされておりますので、そういった意向にもなるだけ沿えるような形で使えるように、しっ

かり取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 関係部局全て前向き、また、喫緊の課題には早急に取り組むというようなことで御答弁い

ただきました。やっぱり最後は市長職務代理者に意気込みを私はぜひ聞きたいので、よろし

くお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 学童保育の充実は本当に重要な課題だと思っております。ただいま御指摘がございました

ように、定住促進、それから人口減少に対する歯どめ、これにも関連してくる大きな問題だ

と思っているところでございます。 

 実は、西原市長はこれまで待機児童ゼロを目指してこられたんですよ。しかし、高学年ま

で受け入れがふえたもんだから足りなくなっているのが実態でございます。そういう面では、

今後やっぱり充実させていかなければいけないだろうと思っておりますし、これは私の個人

的な考え方でございます。 

 それから、年１回の児童クラブと教育委員会との会議等々というのは本当に少ないんじゃ

ないかなと思っております。そこで、やっぱり子供たちの学校での様子だとか、学童保育内
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での様子だとか、この状況、子供たちの様子を共通認識を持って常に子供たちを把握してお

く、これが重要だと思っております。そういう面では、今、教育長職務代理者もいらっしゃ

いますけれども、十分連携を強化して子供たちの健全育成に取り組んでいく必要があろうか

と思っているところでございます。 

 それから、この場をかりて申しわけないんですが、私のほうに、児童クラブに入るための

条件があると。そして、共働き家庭だけじゃないかと、税金を投入しているんじゃないです

かということをよく言われるんですよ。うちの家庭はじいちゃん、ばあちゃんがいるから入

れないだとか、これはちょっとおかしな問題じゃないかということで指摘を受けております

ので、私の個人的な考え方ですけれども、児童クラブそのものの条件等をやっぱり今後どう

していくかというのがあるんではなかろうかなと思っております。そういうことも踏まえて

放課後児童クラブの運営については考えていく必要があるんじゃないかと、私自身は個人的

には思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 市長職務代理者の力強い言葉、御理解した言葉をいただきましたので、今後よろしくお願

いします。ありがとうございました。 

○議長（牛嶋利三君） 

 それでは、ここで暫時休憩をいたします。休憩後の会議は３時40分から再開いたします。 

午後３時24分 休憩 

午後３時40分 再開 

○議長（牛嶋利三君） 

 休憩前に引き続き会議を再開してまいります。 

 一般質問を行います。きょう最後の通告者であります前武美君、一般質問を行ってくだ

さい。 

○６番（前武美君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。今回、議会の一般質問の最後の議員として登壇しております、６番議

員、前武美でございます。ただいま議長より一般質問の許可を受けましたので、質問をい
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たします。 

 質問の内容についてでありますが、事前に通告しておりましたＪＲ九州沿線の農地におけ

る大豆の生育異常についてであります。このことは緊急を要することでもあり、本日、私が

ここで質問を行う前に十分なる調査を行われているものとして質問を行います。 

 そこで、この場で質問を行いますが、先日、市内の農業者の方から相談がありまして、実

は農作物である大豆の葉に異常があるとのことで、現地へ行き確認をしたところであります。

現場に案内され確認をしますと、確かに通常の大豆の成長する葉とは異なっており、これは

何によるものであるか、翌日、担当の農林水産課へ持ち込み、調査を行っていただきたいと

申し入れておりました。その農地はＪＲ九州の沿線であり、上下線に隣接する農地でありま

した。 

 そこで、私なりに異常な農地を現地調査したところ、ＪＲ九州沿線のかなり広範囲に及ん

でおり、市の再調査をお願いした結果を報告してもらうものと、その要因が何であるのか、

調査結果を報告してください。また、その農地に隣接するＪＲ九州では軌道敷管理のために

除草剤を散布され、それとの因果関係についてもお尋ねします。 

 また、ＪＲ九州の軌道敷除草問題でありますが、以前は定期的に除草を実施されており、

草刈り機による除草作業でありました。しかし、近年はその作業も沿線住民に尋ねますと実

施されていなく、部分的に何カ所か実施されたと聞いております。それも、農地所有者がＪ

Ｒへ直接要請されての箇所であるとかが除草されており、それ以外はなされていないのが現

状であります。 

 そこでお尋ねしたいのですが、沿線の農業生産者はもとより、沿線住民はＪＲ敷地からの

害虫被害や敷地からはみ出す雑草により側道の通行に支障を与えております。このような状

況について行政も周知されていたと思いますが、どのような対応をなされたのか、あわせて

お伺いしたい。 

 我がみやま市は農業のまちであり、農業生産者が安全・安心の食を提供できるためにも、

今回のこのような農産物の生育異常に対して、農業生産者を守る、市民の生活を守る立場の

市として今後どのように対応されていくのか、答弁のほどよろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君）（登壇） 
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 それでは、前議員さんのＪＲ九州沿線の農地における大豆の生育異常についての御質問

にお答えいたします。 

 まず、ＪＲ鹿児島本線沿線の除草につきましては、ＪＲ九州が委託した業者が、おおむね

年２回の除草剤散布や、草刈りが必要な箇所については草刈りで対応されているとお聞きい

たしております。また、個別に行政区や生産者等から要請あれば対応されているようです。 

 市としましては、ことし１月、農政連とＪＡみなみ筑後の連名でＪＲ沿線の環境保全につ

いての要請書を受けておりましたので、７月にＪＲ九州へ除草作業の徹底を申し入れている

ところでございます。 

 こうした状況の中で、今回、議員御指摘のＪＲ九州沿線の農地における大豆の生育異常に

ついてでございますが、８月下旬にＪＡみなみ筑後から報告をいただき、市とＪＡみなみ筑

後、南筑後普及指導センターと協議を行い、現地を調査して被害状況を確認いたしました。 

 ＪＲ鹿児島本線を挟んで両サイドの大豆圃場で異常が見られ、目視では葉の萎縮が見受け

られました。範囲として、本市ではＪＲ渡瀬駅からＪＲ瀬高駅までの広範囲にわたっており

ました。その後、早急にＪＲ九州へ除草剤散布の件について聞き取り及び協議を行いました

ところ、ＪＲ鳥栖駅から荒尾駅の区間を８月上旬から中旬にかけて業者へ委託し、軌道敷に

除草剤の散布が実施されておりました。除草剤は農薬登録をされているＪＲ指定の薬剤を使

用されているとのことでありました。 

 今回の大豆の生育異常につきましては、ＪＲ九州も委託業者も含め現地を確認されており、

除草剤散布との因果関係を確認した上で生産者への対応を行うことを合意したところでござ

います。現在、ＪＡみなみ筑後と協力して、数カ所の大豆や水稲を採取して検査機関に残留

農薬検査を依頼しており、検査結果を待っている状況でございます。この検査結果を受けま

して、ＪＡみなみ筑後と南筑後普及指導センター及びＪＲ九州と連携して、収穫時までの状

況を注視して生産者の不安解消ができるように対応をしてまいる所存でございますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 答弁ありがとうございました。この問題については、先ほど答弁がありましたように、本

市のＪＲ沿線のかなり広範囲にわたる現象でございます。 
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 それで、先ほど答弁ありましたように、早速検査をされてあって、後の対応についても述

べられたんですが、ここで私が何点かお聞きしたいんですが、まずは先ほど述べました農政

連とＪＡからＪＲへの除草の要望書を出されてあります。それを市よりＪＲへ申し入れをさ

れたということをここに述べられてありますが、これについてはお聞きしたいんですが、答

弁で口頭で言われたのか、公文書で出されたのか、それをお聞かせください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 宮﨑農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑眞一君） 

 お答えいたします。 

 申し入れにつきましては、口頭で申し入れを行っておるところでございます。 

 市の新幹線担当の窓口でございます都市計画課とともに、ＪＲ九州の在来線担当、そして、

新幹線担当の合同でＪＲ沿線の環境保全について協議を行いまして、除草の徹底を申し入れ

たところでございます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 今、言いますように、農業関係者団体からは要望書という文書を出されたということです

ね、恐らく市長へということですが。これを市が受けまして、外部団体のほうに行くときに

は、当然ながら市の意見を述べた進達書をつけて出すのが一般的だというふうに私は思って

おりますが、そのときに、今回、まだ要因はわかりません。除草剤をまかれてある中での状

況の中で、どういった最終的になるか、今、検査中ということでございますので、私もこれ

以上述べられませんが、その前に、この文書を出される中で、先ほど除草剤ということを、

意見書の中にどういった除草剤とかいうことを意見書として上げてあったのかどうかをすれ

ば、その分でもかなり違ったのかなということでございますが、それはさておきまして、要

望書を受けられて、ＪＲも現地を見られて、十分沿線の方に迷惑をかけておるということで

除草をされたということは大変ありがたいことだと私は思っております。ただ、その中で、

今回の分でございますが、今回、除草作業についてはどのような作業をされたのか、お聞か

せください。 
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○議長（牛嶋利三君） 

 宮﨑農林水産課長。 

○農林水産課長（宮﨑眞一君） 

 今回の除草剤の散布につきましては、今回、このような生育異常が見受けられたことによ

り、早急にＪＲ九州へ協議をしに行ったところでございます。 

 その中で、聞き取り及び協議をした際に、作業状況の動画、ＶＴＲを直接見せていただい

たところでございます。その動画は、列車が運行していない深夜に、工作車にタンクを載せ

まして、レールの上を走りながら軌道敷内をノズルによって散布されている動画でございま

した。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 列車からですか、走る列車から散布された。普通、除草剤は農薬ですよね。それを動く列

車の上から散布されたわけですね。それも、今ビデオで見られたということですが、道路上

のごみの散水とかはノズルでわかるんですが、農薬ですよね。除草剤を動く列車の上から散

布。市長職務代理者、どう思われますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 散布の方法について、今初めて私も聞きましたので、詳しくはわかりません。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 走る列車の上から除草されたということですが、もう一つお聞きしたいんですが、ドリフ

ト対策って御存じですか。これは農薬飛散防止対策なんですよ。ドリフトという言葉、これ

は飛散ということですが、これは一般的に農家の方はほとんど御存じでございます。ＪＡ、

いろんな普及所から指導を受けられてされているんですが、ドリフト対策といいまして、農

薬飛散防止対策です。 
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 これは、農林水産省、環境省、特に今、環境の中で農薬の残留とかありますよね。厳しい

基準の中で、日本の食生活については安定を、安全・安心の食生活を送られてあるんですが、

それも、こういった基準のもとで適正な基準を生産者の方が守ってあるからこそ食の安定が

図られているわけですね。 

 それで、今言います農林水産省、環境省が厳しく、今ドリフト対策と申しましたが、それ

については厳しく県、市町村、ＪＡ、普及所とかそういったところの指導を受けられて、市

長職務代理者も見られたと思います、近所、私と一緒で周辺に農地がございますよね。そこ

を除草剤とかされてあるのを見られると思うんですが、一般の農家の方はほとんど肩かけ式

か動力型でされてあるんですが、一番注意されてあるのは飛散なんですよ。生産物に直接か

からないように、いろんな工夫をされてあります。ノズルの調整とか、隣接地に影響がない

ようにベニヤを立ててされたりとか、いろんな工夫をされてあるんですよ、そういった基準

を守りながら。これがドリフト対策です。それで、今回そういうことになったものですから、

私も行きまして、見てきまして、いろんな方にお話を聞かせていただきました。 

 そして、きょう市長職務代理者も現地へ行ってあると思いますが、ここに昼、食事が終わ

りまして、現地に行って耕作者の方からちょっといただいてきました。 

 議長、ちょっと見てもらってよろしいでしょうか。（資料を示す）ここに２つあります。

これが、ちょっともうしぼんでいますが、これが正常です。こちらが先ほど言います、沿線

でドリフト、飛散を受けた同じ耕作者です。ちょっと市長職務代理者、お願いいたします。

（市長職務代理者副市長へ渡す）（「縮んでいます」と呼ぶ者あり） 

 先ほど言いますように、今縮んでいる部分についてがＪＲの沿線沿いです。そして、そち

らの葉っぱが大きい、ちょっと昼でしたから水分がなくなって、まだ張りがある葉でござい

ましたが、それも同じ生産者です。片方、今縮んでいるほうがＪＲ沿線、それから、100

メートル離れた農地で植えてある同じ大豆です、同じ生産者です、同じ農法でされてありま

す。この状況です。 

 この状況がなぜ起きたのかといいますと、先ほど報告がありました、列車の上から、市長

職務代理者も現地へ行かれたと思いますが、一般的に、先ほど言いますように、農家の方は

指導のもと、ノズルは全部下を向けてあるわけですね。わかってあると思うけど、カバーも

かけてあるじゃないですか、飛ばんように。そういうことをしながらでも食の安全を守って

あるんですよ。 



- 137 - 

 しかし、今回のＪＲさんを見ていただくと、私も近所ですから毎日見ておりますが、敷地

内の草はほとんど枯れております。しかし、その沿線ののり面のところに行きますと、木が

植わっていますよね。木を見ていただくとすぐわかります。線路側は全部枯れております、

裏は枯れておりません。その木の葉っぱが枯れたということは、ノズルは上を向いて、その

木にかけてあるわけですね、下を向けて行かんわけですから。こうなっておるわけですね。 

 そういった分が、私も確定はできませんが、そういう状況になっている分と、もう一つ、

先ほど言いますように、沿線の農地、一番ひどいところは農地一面その状況です。特に東側

ですね。東側はその状況なんですよ。 

 先ほど言いますように、これは厳しい状況のもとで、特に国、ＪＡとかが指導されてある

のが、散布に当たっては無風や風が弱いときに行うとか、風向き、散布器具──ノズルの向

きに注意するようなことを、いろんなことを注意してあるんですよ。 

 （資料を示す）ネットで出しましたが、ここにいろんな、先ほどの農林水産省、環境省、

各県から出ております。ドリフトには注意しましょうということで、農産物はもとよりＪＲ

沿線には当然ながら人家もありますよね、いろんな部分があります。そういった部分も見な

がら十分に注意しなさいということは、再三ここで促してあるんですよ。 

 今言いますように、私がここで言いたいのは、その作物の残留濃度がわかりません。さっ

きおっしゃった、あとどれくらいで結果がわかるかわかりません。成長度合いによってもま

た変わるかもしれません。しかし、現状のこの分をどう思われるかが、きょうの私の質問な

んですよ。 

 ただ散布する、地元関係者から要望されたから除草剤をまくと、これはありがたいことで

すね、害虫被害をとめるものですから。しかし、自分の範囲でやっていただければいいんで

すが、今回のような沿線の作物、人家もありますが、それに飛散するような、さっきおっ

しゃった作業車、速度がどれくらいか私はわかりません。しかし、動く中で散布するという

ことですね。相当圧をかけてあると思うんですよ。このドリフト防止は、圧はかけられない

ほうがいいち、極力控えなさいというとも指導してあるんですよ。直接かけなさい、そして

圧は少な目にという指導をずっとどこでも書いてあるんですよ。当然ながら、普及所、ＪＡ

さんは特に言ってあるわけですね。 

 先ほどありました、ＪＲさんも農業用ということでされてあることは知ってあるなら、当

然、この分は御存じだと思うんですね。民間と言いながら、ああいうＪＲさんが大規模に今
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度まいてありますよね。当然、そこら辺も熟知してされたんだろうと私は思うんですが、結

果は、今そこにサンプルがありますような形になっておるわけですね。 

 それで、私どもがここで言いますように、生産者の方がいろんなそういう苦労をされて

あって、みやま市の生産ということで出荷されて、今も汗水流してされてあるんですよ。そ

ういった中で、あとの分はわかりませんけど、やっぱり生産者の気持ちを十分わかってやっ

ていただきたいと思うんですよ。 

 ですから、国も県も関係部署に協議をし、それで散布するときには、いつ散布するとか、

そういうのを明示しなさいとかも書いてあるんですよ。それが実際ないんですよね。そう

いった分も検査されてあるということですが、検査結果については私は問いません、わから

ないものですからですね。 

 しかしながら、そこにある分、現地、生産者の声、市長職務代理者も現地を見ていただい

たということですので、もうそれ以上私も言う必要ございませんが、先ほど答弁でありまし

たけど、かなりの広範囲ですよね、よその県までまいてある。よその分はわかりませんが、

我がみやま市は、今言ったように何キロメートルも及ぶ部分でこの状況ということですね。

これについて、ただ私は聞きました、今検査しておりますというだけでいいのかなと私は思

うんですよ。 

 これが、私も生産者の方に聞いたんですが、私がここで一番きょう訴えたいのがこういう

ことなんですよ。この生産者の方に聞いたんですが、その大豆をつくってあるところが、生

産者の若い青年後継者なんですよ。その彼と話したときに、当然、私は事前に市に申し入れ

て検査するということであったものですから、それを伝えたんですよ。今、市役所が残留農

薬の検査をしよると。その結果次第でという先輩農家の方と交えて話したんですが、その青

年は何と言ったと思いますか。こういうふうに言ったんですよ。自分が今一生懸命育ててき

た作物、それです、その２つです。立派に育っておる、ちょっと症状が出ておる作物、自分

が一生懸命育てた作物ばってん、こういうような異常な状態になったならば、検査結果がど

うであれ私は出荷しませんと言ったんですよ。なぜかと。いや、検査結果を見らんとわから

んめもんち、大丈夫かもしれんち言うたばってん、いや、これがこういう状態になった以上、

私はできないと、ＪＡに迷惑かけると。今現地を見ていただくとわかります。もうそこには

田んぼに寄りつきません。 

 こういった若い青年が一生懸命やっているんですよ。私もたびたび、その方だけじゃない
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ですよ、いろんな生産者の方を見ますが、今さっきあったように、ことしは特に暑いとき

やったですね。田んぼあたりげっと日陰ないですよね。そすと、トラックのわずかな日陰に

汗水流して休憩しよんなはっとですよ。そういう姿を見て、その農地も一生懸命してあった

です。そこで休憩されてあるとを私は見ております。汗流してはあはあ言いながら、わずか

な日陰で休憩しながらされてある、その意欲を、こういった分でそぐとは言いません、こう

いった分が、自分が一生懸命、精魂込めて出荷ば楽しみに農作業をしよったわけですね。そ

して、その青年が言った言葉が私は一番つらかったんですよ。 

 それで、私がここでその分を伝えた中で、今言いますように、我がみやま市は農業のまち

ですよね。そして、後継者不足で農業経営に危機を感じているというのは、ＪＡだけじゃな

く、我がみやま市、行政も特に感じてある。先ほどいろんな議員から人口の部分が出ました

が、人口とともに、その中に農業生産者の後継者がどうなるかという部分が課題なんですよ

ね。そういった方を、今、青年がやっている、守っているものを我々は応援してやらやんと

思うとですよ、守ってやらやんと思うとですよ。ただ、今言いますように、もう言うたっ

ちゃできもんち。もうそれは俺が出さんとよかっちゃんという気持ちにさせたらいかんので

すよ。 

 それをしてくれるのは、当然、出荷する先のＪＡ、農業の指導者ということになりますが、

やはりここのみやま市の市民、農業のまちの生産者の後継者、そういった方たちを育てる、

守る、そういった分について、今言いますように、我がみやま市は農業のまちであるという

ことに対して、この問題、先ほど申されたように、早速その手配はしていただいておりまし

た、ありがたいと思っております。ＪＲに行かれて、検査もあとは結果待ちということと、

その結果次第でＪＲと生産者を見守るということを言われているんですが、私はその前のこ

とを言っております。 

 一つ私が感心したことがございます。皆さん御存じと思いますが、柳川のオスプレイです

ね。先日、佐賀県がオスプレイの受け入れをしましたよね。すかさず柳川市長は佐賀県に抗

議に行かれましたね。なぜかといいますと、国はオスプレイが安全と言ってあります。柳川

市で墜落事故も何もあっておりません、オスプレイに対しての事故はですね。しかしながら、

市民の安心・安全を守る柳川市行政、そこがいち早く佐賀県に抗議に行ってあります、それ

はもう御存じだと思いますが。そういった市民の不安を解消、守るのが行政だろうと私は思

うんですよ。 
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 今回のこの分についても同じだと私は思います。広範囲にわたる、農業生産者が一生懸命

生産して安心・安全の食を提供しようとして、日夜、汗流してされてある、出荷を楽しみに

されてある分がこのような状態を起こした。残留濃度のどうこうは私は別だと思います。こう

いった分に対して、やはり先ほど言いますように、柳川と同じように即刻抗議する。国──

農林水産省、環境省もドリフトは言っているんですよね、守りなさいという中で、これが

あったということは事実だと思います。 

 そういった中で私はお聞きしたいんですが、６月定例会の一般質問の中でも私はお聞きし

たんですが、そのとき副市長が答弁していただきました。 

 さっきもちょっとあったんですが、農産物の販売については、トップセールスとして市が

積極的に行っていただいておる、ありがたいことです。いろんなところに行かれて、前回は

何か東京ではっぴを着てデパートでとかおっしゃっていただきました。 

 しかし、売るにも生産がこういった状況ではできなくなるんですよ。食があってこそトッ

プセールスができる、向こうで販売もできます。しかしながら、そういった安定した農業、

農産物の出荷がなければ、それはできません。ですから、その基本たる部分を、私はその姿

勢を見せていただきたかったというふうに、これは先ほどありました８月中旬ですか、ＪＡ

から、私よりか早くあっておったんですかね。その時点からわかっておったと思うんですよ

ね。農家の方はもっと早くわかってありました、ＪＡにも申し入れられてですね。 

 そういったこともある中で、私が言いたいのは、今言う若い青年、これからの、今、一生

懸命されてある私の年代の方もおられます。出荷できるのを楽しみにやってあります。そう

いった方、そして、未来ある青年たちを支え守ってやるのは、さっき言う、出荷して販売す

るトップセールスも大事ですが、それを守る前段の行為も大事だと思います。 

 そういった部分を大事にしていただければ、今からのそういった青年も、また、それを

知った市外の方も、ここはいいところだと、自分たちを守ってくれる市なんだということで、

また定住もふえてくると思うんですよ。そういった分を含めまして、最後にその分について

お話をいただきたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 ただいま前議員のほうからお話がございましたように、生産者の心情はよく理解できま
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す。これは、実は私も農家でございまして、よくわかります。 

 そういう中で、まずは原因究明、これが先決だと私は思っているところでございます。そ

の原因を受けて、それから、市はもとよりＪＡ、県一緒になって、やはりＪＲさんのほうに

行くということが必要じゃないかなと思っておりまして、柳川のオスプレイの問題とちょっ

と性格が違うんじゃないかなと思っているところでございます。 

 ＪＲ九州の除草剤散布がはっきり原因だということが確定しましたら、そういう行動をと

らせていただきたいと、そう思っているところでございます。まだ今、原因を調べさせてい

ただいているところですよ。それは理解をしていただきたいと思っております。 

 それから、みやま市は農業が基幹産業でございます。そういう意味では、生産者の皆さん

が安全・安心して食を提供していただけるよう、また、生産者の皆さんがやっぱり生産意欲

を損なわないように市がバックアップしていくということは、十分わかっているところでご

ざいます。だから、そういうことを踏まえて今後、対応していきたいと思っております。 

 当然、これの原因がはっきりすれば机上に乗るわけですよね。そこで生産者の補償の問題

とか等々、こういうものについても当然ＪＲ側と打ち合わせをしていきたいという心構えで

はいるところでございます。今、あなたのところが原因でこうなっておりますって、まだ確

証が100％ないわけですから、そこら辺は御理解をいただければと思っております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 私は再三言っております。補償、そういった残留農薬のどうこうは言っていないじゃない

ですか。それは結果が出んとわからんと言っているじゃない。今、そこにサンプルを持って

きていますよね。それがみやま市、他県、他市町、そこまで長い沿線でされてある状況も同

じような状況が出ているとあっているじゃないですか。 

 私が補償しなさいとか、原因がわからんけん、残留濃度がアウトかどうかわからんですね。

そういうのを私は言っていないじゃないですか。今、ずっと言いよったじゃないですか。

（「抗議をしなさいと言ったじゃないですか」と呼ぶ者あり）そうですよ。そうやって、今、

深夜に作業車の上から、先ほど私は何回も言いますように、農林水産省、環境省が出してい

る、注意しなさいと言っている分をされた、担当課長もビデオを見られたということですが、

あれだけの農地一面ですよ、50メートルぐらいありますよ、全部その状態ですよ。生産者は
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同じ生産者が、そして、そっちでしょう、どうもないのが。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ちょっといいですか、質問者。 

 質問に対して答弁書を私も何回も読み直させていただきよるけれども、結果が出ておらん

というのが一番、調査とかはやられてあるわけですね。それで、補償の云々ということは、

また当然、質問者もされておらんけれども、そのことによる結果がどう育成に影響しておる

のか、この関係あたりがわからんと、行政としても先の打つ手がなかなか答弁できない。こ

れが因果関係がはっきりとすれば、当然行政としてもＪＲさんに対する補償の関係等々も考

えられるというような御答弁をされております。 

 だから、前先生が執行部に対して、行政に対して、このような原因があってというよう

なことは質問されておるから、何をどう考えるのか、そうしたことも含めて端的に質問ばし

てやってくれんですか。（発言する者あり）はい、どうぞ。高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 それと、散布のドリフト対策ですか、これについても、今、きょう私は初めて聞いたとこ

ろでございます。だから、これについては、今後、それはもう即行って、こういう散布の方

式はだめですよという指導はできると思っているんですけれども、ＪＲ九州さんもアグリ事

業をやっておられるんですよね。だから、これがいいか悪いかというのは、私たち市よりか

十分御理解されているんじゃないかなと思っております。だから、今回は第三者に委託され

ていますよね。だから、そういうときにやっぱり指導をすべきじゃなかったかなという気持

ちも実は持っているところでございます。 

 しかし、こういう結果になったわけでございますので、当然、次回からは散布するときは

どういう方式で、こういうことで情報を我々にも伝えていただけるような、そういう約束を

きちんとしていきたいと、そのように考えますので、加えさせていただきます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 私が言いたかったのは、市の姿勢ですね。ですから、結果どうこうとは言っていません。

その姿勢がどうですかということで、ちょっと私の質問がおかしかったかもしれんばってん、

その姿勢を問うたんですよね。 
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 ですから、私に１時間、時間をいただいておりますので、皆さん早くやめろということで

しょうけど、ちょっと時間をいただきまして、今のと同じように、市長職務代理者の記憶に

あると思いますが、７年前ちょうど私が退職しまして、当時、うちの行政区の区長をしまし

たよね。御存じでしょうが、そのとき、あたご苑から重油が私ども地域のため池に漏れまし

たよね。あのときにしていただいたのが、私は区長ですから、うちには環境委員会も地元行

政区の中にあります。それを即開きまして、いろんな議論をしまして、私は即、行政区の代

表ですから、環境の代表でもございました、おたくのほうに来まして抗議しました。 

 さっきおっしゃったのと同じような言葉だったんですよ。重油が漏れた、それで、出して

みようと言うけど、うちの住民は不安がって、私は当然、農業水はあそこを使っているわけ

ですから、農業水の手だてもしました。ため池から取水をとめていろんなことをしまして、

御存じのように、あそこはオニバスの生育地ですよね。そして、ほかに普通のハスが一面に

出て、きれいなハスの花が咲きます。そのハスの花に油がいっぱいついておったのは御存じ

でしょう。重油もいっぱい水に浮いていたんですが、それを検査せんとわからんということ

でしたが、その前に、葉に、花についているのを全部除去していただいたじゃないですか。 

 それはなぜかというと、私どもの区民は物すごく怒っておりました。しかし、それは安心

感を与えるために検査はしよりますと。しかしながら、今の状態は重油が浮いておる、これ

をとりましょう。葉っぱにいっぱいついておる、付着しておる、とりましょうということで、

あのため池全部とっていただいたやないですか。大変皆さんに、職員さん、また、それをさ

れた方には御迷惑をかけたと思っておりますが、ありがたかったです。あれで私ども行政区

の区民の方も安心されました。そういった素早い対応、その姿勢を私はお聞きしたかったん

ですよ。 

 ちょっと時間があったから別の話をさせていただきましたが、そのとき、市は即対応して

いただきました。職員さんも油にまみれてやっていただきました。そして、結果的には、申

しますように、重油ですから、時間がたちますとバクテリアとかでなくなって害はないとい

うことですが、私どもとしては、区民に安心を与えないかんですね、見えておるんですから。

安心を与えるためにはそういった行動をとらにゃいかんということで、この市役所、市長職

務代理者やったですかね、私、お邪魔しましたよね。即対応していただきましたよね。 

 そういった部分の姿勢をこの場合もとっていただきたいということで、私は、あえて

ちょっと違う話ですが、時間をいただきましてお話をさせていただきましたが、その当時と
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市長職務代理者は気持ちは同じということでよろしいですか。最後にお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 ことし１月に農政連さんとＪＡみなみ筑後の連名で、こういう除草について問題があると

いう申し入れがあったんですよね。そこを７月に行っている。これについては、素直に私は

時間を要し過ぎたんじゃないかなということで頭を下げさせていただきます。申しわけござ

いませんでした。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 私が今言ったのが違うんですけど、私が言ったのは、さっき私の区長のときの話をしまし

たよね。当時、市長職務代理者で、市は市民の声を聞いていただいて即対応していただいた

んですよ。 

 さっき言いますように、重油の結果は農産物に影響ないというのは後で出ました。しかし、

その前に、重油がため池に浮いておる、葉っぱに付着しておる、花についておる、それを即

刻対応していただいた、そういった対応の姿勢は今回も同じなんですかという尋ね方を私は

したんですよ。それにお答えください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野市長職務代理者副市長。 

○市長職務代理者副市長（高野道生君） 

 はい、そのとおりだと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ６番前武美君。 

○６番（前武美君） 

 市民を思う気持ち、市民を守る気持ちということを一番に思っていただいて、そういった

ことを一番にやっていただきたいということを願いまして、終わります。どうもありがとう

ございました。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 ここで皆さんにお諮りをいたします。 

 議事の都合によりまして、９月６日から７日までの２日間、それから、10日から14日まで

の５日間、18日から20日までの３日間を休会にしたいと思います。これに御異議ございませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（牛嶋利三君） 

 御異議なしと認めます。よって、９月６日から７日までの２日間、10日から14日までの５

日間、18日から20日までの３日間を休会することと決定をいたしました。 

 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 なお、次の本会議は９月21日となっておりますので、御承知おきをお願いいたしたいと思

います。 

午後４時26分 散会 


